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令和２年度スポーツ庁委託事業 
「障害者スポーツ推進プロジェクト（地域の課題に対応した障害者スポーツ

の実施環境の整備事業）」 
熊本県総合型地域スポーツクラブの調査研究報告【報告 1】 
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I . ! 調査概要 
 
1． ! 調査の目的 
本調査は、熊本県総合型地域スポーツクラブの課題に対応した障害者スポーツの実施

環境に関する調査である。 
 本調査の目的は、地域の総合型地域スポーツクラブの活動基盤（対象者の発掘、スポー
ツクラブとのマッチングなど）の強化や活性化（イベントや体験会など）を図るための基
礎資料とすることである。 
 倫理的配慮について、本調査結果は、調査の回答は任意であり団体や個人の自由意志が
尊重され、本調査に回答しないことによる不利益がないこと、また、本調査に回答した場
合、統計的に処理され個人や団体が特定されることがないことを文書で示し了解を得た
団体から回答を得ている。さらに、個人情報の取扱については、回答されたデータは調査
団体（調査担当 永野典詞・事務局 西田由実）の外部記憶媒体に保存され 2025 年 9 月
には全ての記憶媒体を削除・廃棄する。 
 なお、今回使用するアンケート調査の内容（項目等）は公益財団法人日本体育協会日本
スポーツ少年団「日本スポーツ少年団『第９次育成５か年計画』単位スポーツ少年団にお
ける障がいのある子どもの参加実態調査報告書 1」（共同研究者：公益財団法人笹川スポー
ツ財団）及び平成 28 年度スポーツ庁委託調査、笹川スポーツ財団「地域における障害者
スポーツ普及促進事業（障害者のスポーツ参加における障壁等の調査分析）報告書 平成
29 年 3 月 2」並びに平成 28 年度国庫補助事業「 都道府県・指定都市障がい者スポーツ協
会実態調査報告書 3」（公益財団法人日本障がい者スポーツ協会・笹川スポーツ財団）を参
考に作成している。 
 

!
! 公益財団法人日本体育協会 日本スポーツ少年団・〔共同研究者 公益財団法人笹川スポ
ーツ財団〕「日本スポーツ少年団『第９次育成５か年計画』単位スポーツ少年団における
障がいのある子どもの参加実態調査報告書 1」2015 年。https://www.japan-
sports.or.jp/Portals/0/data/syonendan/doc/shogainoarukodomotachi.hokokusho.pdf  
最終確認 2021 年 2 月 20 日。 !
"! # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 % & ' ( 5 6 7 8 9 : ; 2 3 4 < % & ' ( =
> . / 0 1 2 ? @ < A B C D E F G H ! I J "K L M N O
PQQRSTUUVVVWXYZQW[\W]RUR^Y_`SR\^QSUa\XRUb`XYcdUSR\^QSUXea^\`fYQbegU``eaShegYSUbieYg
fiegYU"jklUjmUjKUkMnmlj"`kWRfi! o p q r ! "j"k L " N "j s O !
#! t u ) * v w s x 2 y z 4 % & ' ( { | } # $ % & ' ( ) * + I J "n L ~ � Ä Å Ç 9
: + ! É Ñ Ö Ü } á à É â 2 y z 4 % & ' ( { | ä ã A B F G H å I J "n L O
PQQRSTUUVVVW]SbfW\^W]RUR^\X\Qe\cUfbQbUçéèçêKçêMçémçnnçKj"nçéèçêKçêëçéè
çêíçímçéKçnMçêìçéKçnkçKMçéèçêíçKîçélçKîçnîçéMçnMçêêçémçKë
çêhçéëçêêçíëçémçnîçnlçéèçíéçKíçéKçnMçêìçéèçênçn"çéKçKíçKî
çéMçnkçnîçéMçnkçnëçénçnjçnèçéMçn"çêKçéMçnMçKìçéMçnMçêîçéMçn
MçnëçéèçnìçKëçéëçêîçKíçéMçnkçíêçéKçKmçí"çéMçnkçKKçéMçn"çnê
çéèçíéçKhçémçnèçnêçénçííçêhçémçKhçêêçéèçíjçêkçéèçKkçníçém
çKêçênWRfi! o p q r ! "j"k L " N "j s O !
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2． ! 調査の内容 
（1）基本情報について 
 本調査では、次の基本情報を収集した。団体名、所在地、事務局員数、会員数（2020 年
3 月現在）、記入者氏名、連絡先（電話番号・E-mail）。ただし、本報告書では、個人情報
保護の観点から事務局員数と会員数のみの記載としている。 
（2）障がい者スポーツを推進する意志に関する調査 
（3）障がい者スポーツ実施の現況 

①障がい者を主対象とした種目の解説についての調査 
②障がい者の指導担当者についての調査 
③団体に参加している障がい者の調査 

（4）新規種目としての障がい者スポーツの開設ニーズについての調査 
①障がい者スポーツを新たに定期種目として開設する希望があるかの調査 
②障がい者スポーツを定期的に開設するにあたり指導者の派遣についての調査 
③地域の障がい者スポーツ指導者協議会に指導員を派遣を依頼する場合の謝金につ
いての調査 

（5）自治体における主たる障がい者スポーツ担当部署に関する調査 
（6）自治体の体育施設を障害がい者が利用する際の制限・障壁についての調査 

①障がい者が自治体の体育館を利用する際に障がい者用駐車場についての調査 
②自治体の体育館で競技用車いすを利用することについての調査 
③自治体の体育館に障がい者スポーツの専門知識のある指導者の配置についての調
査 

（7）スポーツ推進計画についての調査 
（8）他組織との連携についての調査 
  ①他組織との連携について、現在と今後の状況についての調査 
  ②障がい者スポーツに早期の取組を希望する団体への連絡の有無の調査 
 
3．事業の実施体制  
熊本県内で障がい者スポーツや障がい者の暮らし及び地域スポーツに関わる団体や有

識者で構成する障がい者スポーツコンソーシアム「しょうがいスポーツリンケージくま
もと」を設置し調査検討会議を実施した。 
（1）実施体制 
 ■障がい者スポーツコンソーシアム「しょうがいスポーツリンケージくまもと」（構成
員） 
 氏名 所属・役職 備考 
1 辻 啓司 熊本障がい者スポーツ指導者協議会／会長  
2 中尾 直道 (熊本県社会福祉事業団事業課) 

熊本県障害者スポーツ・文化協会／事務局 
 

3 齋藤 久允  熊本県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会／ 加盟団体の統括 
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理事長 
4 太田黒尚子 熊本県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会／

事務局 
加盟団体の連絡調
整 

5 永野 典詞 九州ルーテル学院大学／教授 調査研究 
6 行實 鉄平 久留米大学／准教授 アドバイザー 
7 西田 政博 南関町／福祉課 係長 福祉事業所情報提

供 
8 菅原 充留 南関町／福祉課 主事  
9 城野 和則 南関町／教育課 課長補佐  
10 西田 健太 

美奈川 徹 
南関町／教育課 主事 
南関町／教育課 主事 

 

11 森 洋祐 南関町第二小学校／特別支援学級 特別支援主
任 

 

12 猿渡 涼 南関町社会福祉協議会／福祉スポーツ担当 スポーツ情報提供 
13 原口 護 NPO 法人 A-life なんかん／理事長  
14 山田 健次 NPO 法人 A-life なんかん／ゼネラルマネジャ

ー 
事業の企画提案 

15 西田 由実 NPO 法人 A-life なんかん／事務局長 コーディネーター 
 
Ⅱ 調査報告 
 
1. ! 調査の概要 
 
1.1.!調査の目的 
 本調査の目的は、A 県内の総合型地域スポーツクラブの活動基盤（対象者の発掘、スポ
ーツクラブとのマッチングなど）の強化や活性化（イベントや体験会など）を図るための
基礎資料を収集し分析することである。 
 
1.2.!調査対象 
 A 県の総合型地域スポーツクラブ 81 団体（件数）を対象とした。回答は 26 団体で、
回答率は 32.1％であった。 
 
1.3.!調査方法及び回収結果 
 本調査はアンケート調査表を電子メールで送信し、回答を返送してもらった。 
 また、調査項目は以下のとおりである。 
・基本情報について 
 本調査では、次の基本情報を収集した。団体名、所在地、事務局員数、会員数（2020 年
3 月現在）、記入者氏名、連絡先（電話番号・E-mail）。ただし、本報告書では、個人情報
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保護の観点から事務局員数と会員数のみの記載としている。 
・障がい者スポーツを推進する意志に関する調査 
・障がい者スポーツ実施の現況 

障がい者を主対象とした種目の開設についての調査 
障がい者の指導担当者についての調査 
団体に参加している障がい者の調査 

・新規種目としての障がい者スポーツの開設ニーズについての調査 
障がい者スポーツを新たに定期種目として開設する希望があるかの調査 
障がい者スポーツを定期的に開設するにあたり指導者の派遣についての調査 
地域の障がい者スポーツ指導者協議会に指導員を派遣を依頼する場合の謝金につい
ての調査 

・自治体における主たる障がい者スポーツ担当部署に関する調査 
・自治体の体育施設を障害がい者が利用する際の制限・障壁についての調査 

障がい者が自治体の体育館を利用する際に障がい者用駐車場についての調査 
自治体の体育館で競技用車いすを利用することについての調査 
自治体の体育館に障がい者スポーツの専門知識のある指導者の配置についての調査 

・スポーツ推進計画についての調査 
・他組織との連携についての調査 
  他組織との連携について、現在と今後の状況についての調査 
  障がい者スポーツに早期の取組を希望する団体への連絡の有無の調査 
 回収数は 26 件（回収率：32.1％）であった。 
・N は人数、％は割合を表している。 
 
1.4.!調査期間 
 2020 年 8 月 7 日～9 月 7 日。 
 
2. ! 調査結果 
2.1.!基本情報について 
 今回、回答してもらった総合型地域スポーツクラブ（以下、「団体」という。ただし、
自由回答や文脈によって略せずに記載している。）は 26 団体でその事務局員数と会員数
を以下に示す（表 1 参照）。 
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 事務局員数の平均は 1.7 人で最大値が 6 名、最小値は 0 名であった。1 名が 13 団体と
最も多く、次いで 2 名が 8 団体、3 名が 2 団体、5 名、6 名、0 名が 1 団体であった。 
 会員数の平均は 315 名で最大値が 1010 名、最小値が 46 名であった。100 名以上 199
名以下が 12 団体と最も多く、次いで、200 名以上 299 名以下が 4 団体、300 名以上 399
名以下、500 名以上 599 名以下、600 名以上 699 名以下が 2 団体、400 名以上 499 名以
下、900 名以上 999 名以下、1000 名以上、100 名以下が 1 団体であった。 
 
2.2.!障がい者スポーツを推進する意志に関する調査 
 障がい者スポーツの推進をしたいと考えているか、について調査した結果、「1 はい
（推進している）」が 7 団体（26.9%）、「2 いいえ（考えていない）」が 3 団体（11.5%）、
「3 検討中あるいは未定（現在は行っていないが、これから推進するか検討する）」が 16
団体（61.5%）であった（表 2 参照）。 
 

 
 
 調査の結果から「1 現在、進めている」と「3 現在は行っていないが、これから推進
するか、検討する」を合わせると 23 団体（88.4％）が障がい者スポーツの推進に意欲的
であることがわかった。 
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2.3.!障がい者スポーツ実施の現況 
 障がい者スポーツ実施の現状について以下の 3 つの調査を行った。 
 
2.3.1.!障がい者を主対象とした種目の開設についての調査 
 障がい者を主対象とした種目の開設の有無について、障がい者スポーツを推進すると
答えた団体の調査の回答結果は「開設している」が 3 団体（27.3％）、「開設していない」
が 8 団体（72.7％）であった（表 3-1 参照）。障がい者を主対象とした種目開設について
は今後の課題といえる。 
 

 
 次に「開設している」と回答した団体の開設している種目と「開設していない」と回答
した自由記述を表 3-2 に示す。「開設している」では、トランポリンやコーディネーショ
ン教室、フライングディスク、子どものスポーツ教室、健康卓球、ヨガなどが実施されて
いる。「開設していない」では、ニーズがわからない、指導者不足、小学校部活での受入、
障がい者スポーツに長けたているスタッフがいない、などが指摘された。 
 上記の回答から、障がい者を主な対象とした種目を開設している理由は、表 3-2 にあ
るように、特別支援学校等の拠点施設があること、それによって、障がい者との関わりも
あり、ニーズが捉えやすいことが理解できる。また、障がい者を対象とした種目を開設し
ていない理由として、障がい者スポーツへの理解度が高くないこと、かつ、障がい者スポ
ーツが適切に指導できる指導者の存在が不足していることも考えられる。今後は、障がい
者スポーツの重要性と必要性の理解や、地域にある障がい者スポーツ指導者協議会等と
の協働・連携していくことが重要であると考える。 
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2.3.2.!障がい者の指導担当者についての調査 
 障がい者の指導担当者を調査した結果、担当者数 1 名が 4 団体で最も多く、次いで 3
名が 2 団体、2 名および 5 名が 1 団体であった。その内、4 名が日本障がい者スポーツ協
会認定障がい者スポーツ指導員（以下、「障がい者スポーツ指導員」という。）であった（表
4 参照）。 
この結果から、障がい者スポーツの担当者数は十分とはいえないことがわかった。   

しかし、障がい者スポーツの指導担当者 8 名の内、4 名は障がい者スポーツ指導員である
ことからも、障がい者スポーツ実施にあたっては、このような有資格者の活躍が期待され
る。 
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2.3.3.!団体に参加している障がい者の調査 
 団体に参加している障がい者について調査した結果、参加している団体数は 6 団体
（19.2％）、参加している障がい者は 29 名（0.35％）であった（表 5-1 参照）。 
この結果から、障がい者が参加している団体も障がい者の人数も低位であることがわ

かる。今後は共生社会、障がい者の社会参加の推進のためにも障がい者のスポーツへの取
組が促進されるような仕組みや手立てが必要であろう。 
 

 
 
 次に、参加している障がい者の種別を調査した結果を表 5-2 に示す。発達障がいが 16
名（55.2％）と最も多く、次いで不明 6 名（20.7％）、肢体不自由 4 名（10.3％）、知的
障がい 2 名（6.9％）、音声言語またはそしゃく機能障がい、精神障がい、がそれぞれ 1 名
（3.4％）となっている。 
種目では、上記の開設種目でも示しているようにトランポリン、水泳、コーディネーシ

ョン教室、健康体操、チェアーヨガ、健康卓球、水泳などとなっている。なお、以下の表
5-2 内では、法令用語である、障害と標記している。 
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 さらに、障がい種別の把握について調査した結果、「2 家族からの聞き取り」が 5 名
（83.3％）と最も多く、「1 本人からの聞き取り」「3 その他」が 1 名（16.7％）であ
った（表 5-3 参照）。自由記述の内容を表 5-4 に示す。 
調査の結果が示すとおり、家族からの聞き取りが多く、家族からの依頼や保護者からの

情報開示の有無など、家族、保護者と団体の関係が良好であることも障がい者スポーツ指
導においては重要な要素であると思われる。 
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 それから、参加している障がい者のクラブ会費等の減免などの有無について調査した
結果、１団体で障がい者はクラブ会費の半額減免がある。６団体でクラブ会費の減免はな
い、となっている。しかし、一部の団体から今後検討する必要がある、などの回答があっ
た（表 5-5 参照）。 
障がい者のクラブ会費については、社会通念上の範囲内で減免措置があると障がい者

も総合型地域スポーツクラブに参加する機会を拡大する要因になるのではないだろうか。 
 

 
 
2.4.!新規種目としての障がい者スポーツの開設ニーズについての調査 
 新規種目としての障がい者スポーツの開設ニーズについて以下の 3 つの調査を行った。 
 
2.4.1.!障がい者スポーツを新たに定期種目として開設する希望があるかの調査 
 障がい者スポーツを新たに定期種目として開設する希望があるかの調査の結果、「種目
開設の希望あり」が 5 団体、「種目開設の希望なし」が 10 団体、その他が 6 団体であっ
た（表 6 参照）。障がい者スポーツの定期種目開設については、積極的とはいいがたい結
果となった。 
自由記述の回答をみると、種目開設の希望がある団体では、障がい者のニーズや希望が

あれば開設したい、とする回答が多かった。また、種目開設の希望なし、とする団体では、
専門知識（障がい者スポーツや障がいに関する）のある指導者がいない、知識や技術がな
く、スタッフもいない、一般競技の対応で精一杯などの回答であった。その他と回答した
団体では、ニーズの把握ができていない、現在も受け入れている、既存団体と協議する、
参加希望者があれば種目を増やす準備がある、などの回答であった。 
 今後、障がい者スポーツを新たに定期種目として開設して、障がい者が日頃からスポー
ツに親しむためにも、障がい者スポーツの専門知識を有する地域の障害者スポーツ指導
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者を有効活用するための手立てを考えていくことが必要である。そのためには、上述した
ように地域の障がい者スポーツ指導者協議会との連携を深めていくことも重要である。 

 

 
 
 障がい者スポーツを新規開設希望する種目の結果を表 6-2 に示す。新規開設希望種目
はニュースポーツが 5 団体と最も多く、次いで陸上、フライングディスク、室内ペタング
が 2 団体、卓球、アーチェリー、車いすバスケットボール、聴覚障がい者スポーツ、視覚
障がい者スポーツ、知的障がい者スポーツ、ふうせんバレーが各 1 団体であった。 

ニュースポーツなど、気軽に取り組めるスポーツが求められているといえる。 
 

 
 
2.4.2.!障がい者スポーツを定期的に開設するにあたり指導者の派遣についての調査 
 障がい者スポーツを定期的に開設するにあたり指導者の派遣について調査した結果、
「1 自身の団体の指導者で対応する」が 2 団体、「2 地域の障がい者スポーツ指導者協
議会に指導員の派遣を依頼する」が 6 団体、「その他」が 6 団体であった（表 7 参照）。 
自由記述では、「2 地域の障がい者スポーツ指導者協議会に指導員の派遣を依頼する」
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と回答した団体から、「専門指導者を派遣していただきクラブ指導者も入り運営を考えて
いる。指導者の確保・派遣等が困難である。人材がいない。県北への依頼及び相談による
と思う。クラブでの指導者にも声をかけ、できるならば今後養成したい。」との回答があ
った。 
また、「その他」と回答した団体から「開催を含め、これから検討。未定。現状ではわ

からないも、参加者があれば自身の指導者を主に、できなければ指導者の派遣要請をする。
開設する際に検討します。」との回答があった。 
今後は、地域の障がい者スポーツ指導者協議会への派遣要請と同時に各団体の指導員

が障がい者スポーツ指導員の資格を取得するなど、自身で対応できる取組も必要であろ
う。 
 

 

 
2.4.3.!地域の障がい者スポーツ指導者協議会に障がい者スポーツ指導員の派遣を依頼す

る場合の謝金についての調査 
 地域の障がい者スポーツ指導者協議会に障がい者スポーツ指導員の派遣を依頼する場
合の謝金について調査した結果、「1．自身の団体の謝金規定に沿って対応する」が 5 団
体、「2 地域の障がい者スポーツ指導者協議会の謝金規定に沿って対応する」が 4 団体、
「3 その他」が 5 団体であった。自由記述では、「2 地域の障がい者スポーツ指導者協
議会の謝金規定に沿って対応する」と回答した団体が「柔軟に対応する」、「3 その他」
と回答した団体が「開催含め、これから検討。教室収益によって考える。」としている。 
地域の障がい者スポーツ指導者協議会から障がい者スポーツ指導員を派遣する場合の

謝金は団体の規模、収益状況などを踏まえて弾力的な運用が必要になってくると思われ
る。 
 

!"#$%&'()*+,-./01234056789':;<0=&>
?@ ABC DEFG
H#DI:AB:89'JKL34 M

M#NO:$%&'()*+89'
PQR089S:;<,TU34

V WX89',;<Y>&6Z[\]^89'_`7a
b,cd>&4efghijklm_0n89':o
pj;<q%rsJ54etu%&v&ewxy:T
Uz{|}0~4m�Äe\]^J:89'0_Å,
ÇÉnJ[4vÑÖÜáàâY6&e

ä#ã:å V 1ç,éènêëÇÑíìeî-eïñJóòÇÑv
&_nôö'%5ëÖDI:89',õ0nJ[vÉ
ëÖ89':;<úù,34e1234û0íìYü
3e



27

! kë!

 
 
2.5.!自治体における主たる障がい者スポーツ担当部署に関する調査 

 
2.5.1.!自治体の障がい者スポーツの主たる担当部署の調査 
 団体のある自治体の障がい者スポーツの主体担当部署を調査した結果、「①障害福祉・
社会福祉関連部署」が 10 団体と最も多く、次に「②教育委員会等のスポーツ部署」が 5
団体、「④その他」が 4 団体、「③首長部局のスポーツ担当部署」が 3 団体となっていた。
A 県では、障害福祉・社会福祉関連部署が主たる担当部署であるといえる。 
 また、主たる担当部署と同時に「障がい者の生涯スポーツに関する担当部署」「障がい
者の競技スポーツに関する担当部署」など複数の部署が障がい者スポーツを担当してい
ることがわかる。さらに、自由記述から「把握していない、主たる担当部署が不明、スポ
ーツ担当部署及び福祉担当部署で情報共有して対応など」障がい者スポーツの担当部署
が不明な団体もあることがわかった。 
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2.6.!自治体の体育施設を障がい者が利用する際の制限・障壁についての調査 
 
2.6.1.!障がい者が自治体の体育館を利用する際に障がい者用駐車場についての調査 
 障がい者が自治体の体育館を利用する際の障がい者用駐車場の有無について調査した
結果、「1 ある」とするのは 18 団体（69.2％）、「2 ない」とするのは 6 団体（23.1％）
であった。しかし、十分な駐車スペースがあること、特別に障がい者用になっていないこ
とが自由記述で回答されていた。「3 その他」は 2 団体（7.7％）で、その内、7 つの会
場で中学校、小学校の体育館であること、障がい者専用にはなっていないが十分な駐車ス
ペースがあることが自由記述で回答されていた（表 10 参照）。 
 これらの結果から、障がい者が体育館を利用する際の障がい者用駐車場については、専
用スペースが整っていること、専用ではないが駐車スペースが十分に確保してあること
がわかる。しかしながら、十分な駐車スペースがある場合も含めて障がい者用駐車場の確
保は必要であると考える。今後の課題であるといえる。 
 

 

 
2.6.2.!自治体の体育館で競技用車いすを利用することについての調査 
 自治体の体育館で競技用車いすを利用することについて調査した結果、「1 利用でき
る」は 15 団体（57.7％）で最も多く。自由記述では「利用されたことがない、特に制限
はない、競技中または転倒により床面破損の恐れがある種目は利用不可、車いすバスケッ
トボール利用あり。」の回答があった。「2 利用できない」は 5 団体（19.2％）であった。
自由記述では「施設側へ確認が取れていないが、スロープはあるため可能と思われるが、
車いす対応のトイレが無い。」の回答があった。「3 その他」は 6 団体（23.1％）であっ
た。自由記述では「中学校体育館にて車いすの卓球交流会及び大会を以前実施しました。 
中学校の体育館使用許可が下りた。制限はないようですが、使用された経緯はありません。
調査・企画したことがない。現在、利用がないため考えていない。把握していない。会場
に規定はなく、協議となる。」の回答であった（表 11 参照）。 
 これらのことから、競技用車いすの利用可能な体育館は約 6 割で、利用できるか不明、
利用したことがない、使用された経緯がない、など競技用車いす利用については、自治体
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との協議や調整が必要である体育館も一定数存在する。今後は自治体の体育館利用規定
や利用条件などの規約整備も必要である。障がい者が競技、レクリエーション、生涯スポ
ーツなどで自治体の体育館利用が円滑にできるような条件整備が求められる。 

 

 

 
2.6.3.!自治体の体育館に障がい者スポーツの専門知識のある指導者の配置についての調

査 
 自治体の体育館に障がい者スポーツの専門知識のある指導者の配置状況について調査
した結果、「2 配置されていない」が 24 団体（92.3％）で最も多く。「1 配置されてい
る」、「3 その他（わからない）」がそれぞれ 1 団体（3.8％）であった（表 12 参照）。 
 自治体の体育館には、障がい者スポーツの専門知識のある指導者の配置は進んでいな
いことが明らかになった。今後の課題として、障がい者が適切なスポーツ指導が受けら
れ、かつ、気軽に自治体の体育館を利用しスポーツができるようになるためにも、障がい
者スポーツ指導員資格など、を有する障がい者スポーツの専門知識のある指導者の配置
が望まれる。 
 

 

 
2.7.!スポーツ推進計画についての調査 
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2.7.1.!団体のある市町村の地方スポーツ推進計画の策定と貴団体の関わりについての調
査 

 団体のある市町村の地方スポーツ推進計画の策定と貴団体の関わりについて調査した。
その結果（表 13 参照）、「3 計画策定に自身の団体職員・役員は関与していない」が 13
団体（50.0％）と最も多かった。次いで「1 計画を策定するための審議会メンバーに自
身の団体職員・役員が入っていた」が 7 団体（26.9％）となっている。「2 計画策定のた
めの実務者会議のメンバーに自身の団体職員・役員が入っていた」は該当者がいなかった。 
 

 
 
2.8.!他組織との連携についての調査 
2.8.1.!他組織との連携について、現状と今後についての調査 
 他組織との連携について、現状と今後について調査した。回答は連携が強い場合は 3、
弱い場合は 2、連携していない場合は 1 を選んでもらった。「回答例：強い→年間を通じ
て定期的（年 3 回以上）に連携を持っている。弱い→年間に 1～2 回など定期的とはいえ
ないが連携を持っている。」である。 
その結果、回答には団体によってバラツキはあるものの、「18 民間団体・19 県総合

型地域スポーツクラブ連絡協議会」、「20 他の総合型地域スポーツクラブ」との連携は強
かった（Av 2.1～2.5）。また、「1 日本障がい者スポーツ協会～7 特別支援学校・15 障が
い者関連団体」とは弱いから連携なしが多く（Av 1.0~1.7）、「9 自治体の教育委員会～14
自治体の社会福祉協議会・17 自治体関連団体」とは弱いから強いの範疇が多く（Av 1.2
～2.2）、「16 医療・18 プロスポーツ団体」は連携なし、弱いが多かった（Av 1.1）。 
 今後の連携への取組をみると、「18 民間団体・19 県総合型地域スポーツクラブ連絡協
議会、20 他の総合型地域スポーツクラブ」との連携は現在同様に強い連携を維持してい
くことが示された。また、「1 日本障がい者スポーツ協会～7 特別支援学校・15 障がい者
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関連団体」とは弱いから連携なしが多く（Av 1.6~1.8）、9 自治体の教育委員会～14 自治
体の社会福祉協議会・17 自治体関連団体」とは弱いから強いの範疇が多く（Av 1.7～1.3）、
「16 医療・18 プロスポーツ団体」は弱いながらも連携の取組が期待できる（Av 1.5）。 
 全体として、各団体との今後の連携強化の必要性は理解されていると思われる。これか
らは、連携の強化に向けた取組が必要である。 

 

 
2.8.2.!障がい者スポーツに早期の取組を希望する団体への連絡の有無の調査 
 障がい者スポーツに早期の取組を希望する団体への本調査団体からの連絡の有無につ
いて調査した。その結果、「2 希望しない」が 8 団体（30.8％）と最も多く、次いで「1 
希望する」が 7 団体（26.9％）、「3 その他」が 9 施設（34.6％）であった。 
自由記述のでは「準備ができ次第ご連絡させていただきたい。早期ではないですが、今

後必要に応じて取り組む。取組については検討中。今後の取り組みについて未定。回答内
容としてはおかしいが、色々な情報をいただきたい。参加会員があれば対応していきたい。
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今後、取り組みの際に相談させてください」との回答であった。 
 この結果から、各団体の障がい者スポーツの推進については、検討の余地があること、
議論途上であることが推測される。その背景には、障がい者スポーツ指導の専門性に不安
があることや、障がい者への対応の経験値の少なさがあるのではないだろうか。今後の課
題といえよう。 
 

 
 
3 まとめと提言 
 これまでの調査の結果を踏まえて以下にまとめと提言を述べる。 
; kE+ 2 y z 4 % & ' ( ï ñ 8 ó 1 ò ô . ö ó 1 A B å !
これから推進するか、検討する」を合わせると 23 団体（88.4％）が障がい者スポーツ

の推進に意欲的であるO !
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!
; ME+9:£ . / 0 1;™ 1 2 y z 4 % & ' (</=>. ö ó 1 A B å !
「①障害福祉・社会福祉関連部署」が 10 団体と最も多く、次に「②教育委員会等のス

ポーツ部署」が 5 団体、「④その他」が 4 団体、「③首長部局のスポーツ担当部署」が 3 団
体となっていた。A 県では、障害福祉・社会福祉関連部署が主たる担当部署であるといえ
る。障害福祉・社会福祉関連部署とのさらなる連携と同時に、スポーツ関連部局との連携
も今後は検討が必要であるといえる。 
障がい者の体育館利用等についても、管理部局の理解が必要であり、互いの意志の疎通

を深めることで障がい者が利用しやすい環境を構築することができるであろう。結果と
して、障がい者の自治体の体育館利用の障壁が軽減されると考えられる。 
そして、地域資源でもある体育館利用も含めて、行政、現場担当者、一般市民の共通理

解を深めていくことも必要であろう。 
!
; ëE+ 2 y z 4 % & ' ( <?@AB< ≈ 1 á » … <CD. ˇ z ¶ å !

K ¡EF< * £ π 2 y z 4 % & ' ( <?@AB< ≈ 1 á » … yCDØ Æ ¶ z º z õ §
y fi û ± ™ O障がい者が適切なスポーツ指導が受けられ、かつ、気軽に自治体の体育館を
利用しスポーツができるようになるためにも障がい者スポーツ指導員資格などを有する
障がい者スポーツの専門知識のある指導者の配置が望まれる。 
まずは、地域の障がい者スポーツ指導者協議会との連携、協働によってできることから

進めていくことも、障がい者スポーツ指導員の配置の 1 つのきっかけになるのではない
だろうか。 
さらに、団体の指導員も、ぜひ、障がい者スポーツ指導員資格を取得し、障がい者スポ

ーツの専門性を身に付けてほしい。結果として、障がい者が安心・安全にスポーツに取り
組むことができるのではないかと考える。 
 
（5）「他組織との連携について」 
全体として、各団体との今後の連携強化の必要性は理解されていると思われる。各団体

によって、それぞれに連携強化する団体は異なることは理解できる。団体の地域性や個別
性、親和性から連携を強化する対象団体を検討することが必要であろう。 
例えば、団体、地域の障がい者スポーツ指導者協議会、学校（特別支援学校を含む）、

行政、民間スポーツクラブ、各種福祉施設、病院など地域の関係機関など、身近な地域で
連携・協働しやすい関係機関と連携強化を図ることも必要であろう。 
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令和２年度スポーツ庁委託事業 
「障害者スポーツ推進プロジェクト（地域の課題に対応した障害者スポーツの実施環境

の整備事業）」 
熊本県総合型地域スポーツクラブの調査研究報告【報告 2-1】 
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特別支援学校・小学校・中学校・福祉施設等事業所の生涯スポーツとしての障がい者ス
ポーツ及びユニバーサルスポーツのニーズ調査研究町内調査 

 
1.! 調査目的 
本調査は、A県 B郡 C町内（D市、特別支援学校 1校含む）の障がいのある児童生徒に関わる教育
機関や児童福祉事業所の課題に対応した障がい者スポーツの実施環境に関する調査（以下、「本調
査」という。）である。 
本調査の目的は、C町の総合型地域スポーツクラブの活動基盤（対象者の発掘やマッチングなど）
の強化及び活性化（イベントや体験会、定期的な教室開催など）を図るための基礎資料とすることで
ある。 
障がいのある児童生徒が、普段の学校生活から家庭生活においての運動・スポーツへの取組を把握
すること、かつ、障がいのある児童生徒への運動・スポーツの提供について把握することで、今後の
課題や問題を明らかにしていきたい。また、本調査は、障がいのある児童生徒の運動・スポーツの実
施状況について尋ねている。 
なお、本調査の質問紙の内容は笹川スポーツ財団「特別支援学校のスポーツ環境に関する調査 1」
の調査項目（特別支援学校のスポーツ環境に関する調査A票）及び社団法人 日本フィットネス協会
「障害者向けオーダーメイド運動プログラム開発のための、 障害福祉サービスにおける日中活動プロ
グラムに関する調査事業結果報告書 平成 22年度障害者総合福祉推進事業 平成 23年 3月2」を参
考に作成している。 
 
2.! 倫理的配慮 
倫理的配慮について、本調査結果は、調査の回答は任意であり団体や個人の自由意志が尊重され、
本調査に回答しないことによる不利益がないこと、また、本調査に回答した場合、統計的に処理され
個人や団体が特定されることがないことを文書で示し了解を得た団体から回答を得ている。 
 
3.! 研究概要 
3.1.! 調査対象 
 Ａ県Ｂ郡C町及びA県D市の小学校（4校）、中学校（1校）、特別支援学校（1校）、子ども発
達支援センター（1施設）の計 7学校・施設を対象とした。 
 
3.2.! 調査方法及び回答結果 
 本調査は google フォームを利用したオンライン調査である。調査対象者にメールでアンケート調査
のURLを送信し回答してもらった。 
 回答は 7つの学校・施設から回答があった。回答率は 100％である。 
 

!
1 笹川スポーツ財団「特別支援学校のスポーツ環境に関する調査」2016 年。 
2 社団法人 日本フィットネス協会「障害者向けオーダーメイド運動プログラム開発のための、 障害
福祉サービスにおける日中活動プログラムに関する調査事業結果報告書 平成２２年度障害者総合福
祉推進事業」 平成 23年 3月。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/cyousajigyou/dl/seikabutsu18-1.pdf! !
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3.3.! 調査期間 
 本調査の期間は 10月 10 日から 11月 10 日である。 
 
4.! 調査結果と考察 
 以下、考察の部分はわかりやすいように枠で囲っている。 
4.1.! 基本情報について 
 今回、回答してもらった小学校 4校、中学校 1校、特別支援学校 1校、子ども発達支援センター
（以下、「施設」という。）1施設、合計 7校・施設であった。その内訳を以下の表 1に示す。な
お、以下では、上記のすべての学校・施設を対象として標記する場合は「学校・施設」と標記する。 
表 1 調査対象学校・施設 
A県立支援学校 
C町立第一小学校 
C町立第二小学校 
社）こども発達支援センター E 
C 町立第三小学校 
C町立第四小学校 
C町立中学校 
 
4.2.! 回答者の属性 
 回答者の属性は施設が代表理事 1名、学校は教諭 4名、教頭 2名の合計 7名である（図 2参照）。 

 
 
4.3.! 学校・施設の児童生数について（2020 年 10 月 1日現在） 
 問 1及び問 1-2 で回答を依頼した、学校・施設の児童生徒数について以下に述べる。今回答いただ
いた、学校施設は、1施設、4小学校、1中学校、1支援学校である。児童・生徒数は中学校は 170
人、小学校は 76人から 145 人、支援学校が 169 人、施設が 28人であった（表 1参照）。障がい児
が在籍している学校・施設は 100％であった。 
 また、学校・施設にはすべて障がい児が在籍していた。さらに、その障がい児の種別は知的障が
い、発達障がい、聴覚障がいであった（表 3参照）。 
 

表2　回答者の属性
回答者の属性 人数 割合
教諭 4 57.1%
教頭 2 28.6%
代表理事 1 14.3%
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4.4.! 学校・施設の教員・職員数、及び日本障がい者スポーツ協会公認障がい者スポーツ指導員資格保

持者並びにスポーツ指導状況について 
 学校・施設の教職員数は施設 13名、小学校が 17名から 19名、中学校が 26名、特別支援学校が
81名であった（表 4参照）。また、施設・学校教職員で日本障がい者スポーツ協会公認障がい者スポ
ーツ指導員資格保持者（以下、「障がい者スポーツ指導員」という。）はいなかった。よって、原
則、障がい者スポーツ指導員による体育・スポーツ指導は行われていない。 
 

 
 
4.5.! 学校・施設の体育・スポーツ（授業及び部活などのスポーツ指導を含む）の実施状況について 
 学校・施設の 1週間の体育・スポーツ（授業及び部活などのスポーツ指導を含む）の実施状況（1
週間の運動時間）については、小学校は低学年、中学年、高学年ともに 3時間以内が最も多く、中学
校は 3時間以内、支援学校は小学部、中学部が 4時間、高等部が 4時間以内となっていた。施設は 1
時間以内であった（表 5参照）。 

学校施設名
児童数
（人）

障がい児
在籍の有無

第一小学校 145 有り 知的障がい 発達障がい 聴覚障がい

第二小学校 85 有り 知的障がい 発達障がい

第三小学校 109 有り 知的障がい 発達障がい

第四小学校 76 有り 知的障がい 発達障がい

町立中学校 170 有り 知的障がい 発達障がい

支援学校 169 有り 知的障がい

社）こども発達支援センター 28 有り 知的障がい 発達障がい

表3　学校・施設の児童生徒数及び障がい児在籍の有無並びに障がい種別部位

障がい種別

表4　学校・施設の教職員数

学校施設名 教職員数

第一小学校 19

第二小学校 17

第三小学校 18

第四小学校 18

中学校 26

支援学校 81

社）こども発達支援センター 13
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4.6.! 学校・施設の体育・スポーツ（授業及び部活などのスポーツ指導を含む）の実施種目について 
 学校・施設の体育・スポーツ（授業及び部活などのスポーツ指導を含む）の実施種目は、小学校・
中学校では、運動遊び、ラジオ体操、ストレッチ、器械体操、陸上競技、水泳、球技、ダンスが共通
していた。小学校にない種目として、中学校では武道が行われていた。施設ではストレッチのみの回
答であった。以下、参照されたい。 
 同種学校間での実施種目の違いは少なく、小学校、中学校、特別支援学校でも実施種目に大きな開
きはなかった。障がいのあるなしにかかわらず、体育・スポーツが授業や課外活動の一環として取り
組まれていることが推論できる。特に体育の授業としての取組が、種目の幅を広げる要因となってい
るのではないかと考える。しかし、施設では実施種目も少なくストレッチのみとなっていた。これに
は、指導者の問題や設備・用具、時間的理由など考えられる。学校のように体育・スポーツの用具や
器具が準備され、専門の指導者が安全に配慮した環境での体育・スポーツの実施には一定の課題があ
ると考えることができる。つまり、この課題を解決するためには、総合型地域スポーツクラブの活用
を提案することも 1つの方策であろう。 
 
運動遊び／ラジオ体操／ストレッチ／器械運動（マット運動、鉄棒など）／陸上競技／水泳／球技
（バレーボール、バスケットボールなど）／ダンス／武道（柔道・剣道など）中学校のみ 
 
4.7.! 学校・施設における通常の体育以外で障がいのある児童生徒がスポーツをする機会について 
 学校・施設おける通常の体育以外で障がいのある児童・生徒がスポーツをする機会について以下に
示す。 
 最も多いのは、「学校の運動会・体育祭」「 学校のマラソン大会」で 6校、次に「部活動・クラブ
活動」が 4校、「地域のスポーツ教室や大会など」2校、「同じ学校の障害のない中高生の部活動」
「夏休みのプール指導」「障害者スポーツ協会や自治体が主催するスポーツ教室など」1校であっ
た。その他では、「近隣小中学校の特別支援学級合同のスポーツ大会」となっている（表 6参照）。 
 障がいのある児童生徒は、通常の体育以外でのスポーツ機会は多くないことが明らかになった。上
記の回答からも学校行事や部活動など、学校内のスポーツ機会が大半を占めていた。今後の課題とし

学校・施設名 時間数

施設 1時間以内

第一小学校 3時間以内

第二小学校 3時間以内

第三小学校 3時間以内

第四小学校 3時間以内

中学校 3時間以内

支援学校小学部・中学部 4時間以内

支援学校高等部 3時間以内

表5　学校・施設のスポーツ実施状況（1週間）
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て、障がいのある児童生徒がスポーツに取り組むためには、地域で学校とは違った形で参加できるよ
うなスポーツ環境を作り出す必要であると考えられる。 
 

 
 
4.8.! 学校・施設として、障がいのある児童生徒が学外及び卒業後の自主的なスポーツ活動の充実につ

ながる配慮をされているかについて 
 学校・施設として、障がいの児童生徒が学外及び卒業後の自主的なスポーツ活動の充実につながる
配慮をされているかについて尋ねたところ、以下の回答があった。 
「特に何もしていない」が 5校で最も多く、中には 1学校から「障がいのある児童生徒が参加でき
るスポーツのイベントやスポーツ教室、地域スポーツクラブなどの情報を提供している。プロスポー
ツの試合や障害者アスリートが参加する大会などの情報を提供して、スポーツの直接観戦やテレビ観
戦を促している。」また、1施設から「福祉サービスを利用した個人的なスポーツ活動を促してい
る。」との回答があった（表 7参照）。 
学校・施設として学外及び卒業後の自主的なスポーツ活動につながるような手立ては少ないと思わ
れる。今後の課題として、生涯スポーツの推進や健康で豊かな生活を送るためにも、生活に運動やス
ポーツなどの余暇活動の機会を増やしていくための取組が必要であると考えられる。幼少期から学童
期、成年期を通じた生涯スポーツへとつながっていき、スポーツを通じた豊かな生活を享受すること
が可能となるのではないだろうか。その 1つの役割を担えるのが総合型地域スポーツクラブであると
考える。 

項目 学校数
学校の運動会・体育祭 6
学校のマラソン大会 6
部活動・クラブ活動 4
同じ学校の障害のない中高生の部活動など 1
夏休みのプール指導など 1
特別支援学校連盟主催のスポーツ大会 1
障害者スポーツ協会や自治体が主催するスポーツ教室など 1
地域のスポーツ教室や大会など 1
その他 1
各種地域の障害者スポーツ大会など 0
障害者スポーツセンターなどでのスポーツ 0

表6　学校・施設における通常の体育以外で児童・生徒がスポーツをする機
会について



! (!

 

 
4.9.! 障がいのある児童生徒のスポーツ活動を充実させるためには、どのような取組が重要と考えるか

について 
 障がいのある児童生徒のスポーツ活動を充実させるためには、どのような取組が重要と考えるかを
尋ねると、「外部人材の確保・充実」が 6校と最も多く、次いで「用具や器具の確保と充実」が 4
校、「教職員の専門知識・ノウハウの習得」、「校内の施設やスペースの確保・充実」が 3校、「児
童生徒がスポーツに取り組む時間を確保するための移動手段の充実・確保」が 1校であった（表 8参
照）。 
 この回答で最も多い「外部人材の確保・充実」からもわかるように、障がいのある児童生徒へのス
ポーツ指導ができる人材の確保が重要な課題であることが理解できる。また、現在スポーツ指導に取
り組んでいる教職員の専門知識の習得も重要であると指摘したい。さらに、障がいのある児童生徒が
運動やスポーツに気軽に取り組むことができるように用具や器具を充実することが求められる。この
点は、金銭面と同時に、障がいのある児童生徒が取り組むことができるスポーツ種目（障がいに合わ
せたスポーツなど）の把握と研究も必要であろう。 
 

 

項目 学校数
特になにもしていない 5
児童生徒が参加できるスポーツのイベントやスポーツ教室、地域スポーツクラブな
どの情報を提供している。

1

福祉サービスを利用した個人的なスポーツ活動を促している。 1
プロスポーツの試合や障害者アスリートが参加する大会などの情報を提供して、ス
ポーツの直接観戦やテレビ観戦を促している。

1

障害者スポーツセンター（障害者がスポーツに参加できる施設など）に連れて行っ
たり、情報を提供するなどして施設の活用を促している。

0

その他 0

表7　学校・施設として、児童生徒が学外及び卒業後の自主的なスポーツ活動の充実につながる配
慮をしているか

項目 学校数
外部人材（ボランティアを含む）の確保・充実 6
用具や器具の確保・充実 4
教職員の専門知識・ノウハウの習得 3
校内の施設やスペースの確保・充実 3
児童生徒がスポーツに取り組む時間を確保するための移動手段の充実・確保 2
障害教職員がスポーツ指導できる時間の確保 1
その他 0

表8　児童生徒のスポーツ活動を充実させるためには、どのような取組が重要と考えるか
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4.10.!今後、生涯のある児童生徒がスポーツに取り組むことができるための手立てとして必要なこと

は何だと思うかについて 
 今後、障がいのある児童生徒のスポーツに取り組むことができるための手立てとして必要なことに
ついて尋ねると、次の 4つが回答された。 
 
①場の提供と移動手段の確保。/②児童及び保護者の興味関心を高める。/③楽しく活動ができるこ
と。/④体育の授業で様々なスポーツ体験をさせ、自分の好きな運動やスポーツに出会わせること。 
 
上記の回答から以下について提言したい。1点に、スポーツに対する障がいのある児童生徒や保護
者の興味関心を高めること、2点に、スポーツが実施できる楽しい活動場所があること、3点に、そこ
までの移動手段があること、以上の 3点が求められている。そして、障がいのある児童生徒が学校や
施設の体育の授業でスポーツ体験の楽しさを実感することができる取り組みや、学校・施設以外の地
域でのスポーツ体験を増やすことで、自分の好きなスポーツを見出すことができるような仕組みを構
築することも必要であろう。この点については、総合型地域スポーツクラブなどの外部の活動拠点を
活用することも有益であろう。 
 
4.11.!今後、障がいのある児童生徒がどのようなスポーツに取り組むことができることを希望してい

るかについて 
今後、障がいのある児童生徒がどのようなスポーツに取り組むことができることを希望している

かについて、希望するスポーツ種目を尋ねたところ以下の回答が（表 9参照）。 
 希望する種目では、「ニュースポーツ（ボッチャ、フライングディスク、風船バレーなど）」が 7
校と最も多い結果となった。次に「陸上競技」「ダンス」が 3校、「武道」「野球（ソフトボール・
ティボール含む）」が 2校、「バレーボール」、「バスケットボール」が 2校であった。 
障がいのある児童生徒には、ボッチャ、フライングディスク、風船バレーなどニュースポーツが取

り組みやすいスポーツとしてあげられている。ダンスなどについては、学校の教科としても導入され
ていること、陸上競技はスポーツ大会の競技などとなっていることが、障がいのある児童生徒にとっ
て取り組みやすい理由であるとも考えられる。そこで、総合型地域スポーツクラブなどが上記のスポ
ーツ種目を活動種目の一環として提供することで、障がいのある児童生徒もスポーツに親しむ機会を
生むのでいかと考える。まずは、障がいのある児童生徒が取り組みやすい種目を導入するなどの手立
てが求められる。 

41
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4.12.!障がいのある児童生徒がスポーツに取り組む際に介助（支援）が必要な場合は、求める介助内

容について 
 障がいのある児童生徒がスポーツに取り組む際に介助（支援）が必要な介助について尋ねたとこ
ろ、以下の回答があった。 
 最も多いのは「スポーツを実施する会場までの移動（交通など）介助、スポーツでの移動介助（車
いす移動や歩行介助など）」4校、次に「スポーツでの移動介助（車いす移動や歩行介助など）」が 2
校、「水分・栄養補給（食事を含む）の介助」が 1校であった（表 10参照）。 
 上述のように、今後、気軽に障がいのある児童生徒のスポーツに取り組むことができるための手立
てとして、「スポーツを実施する会場までの移動介助」「スポーツ場面での移動介助」など、移動に
ついて支援のあり方を検討する必要がある。インフォーマルなボランティアの移動支援なのか、フォ
ーマルな公的支援なのかは別にして、障がいのある児童生徒のスポーツ活動には移動支援が重要なニ
ーズ、ファクターであることを理解しておく必要がある。 
 

 
 
4.13.!障がいのある児童生徒がスポーツに取り組みやすい曜日・時間帯について 
 障がいのある児童生徒がスポーツに取り組みやすい曜日・時間帯について尋ねたところ、下記のよ
うに回答された。 

項目 学校数
ニュースポーツ（ボッチャ、フライングディスク、風船バレーなど） 7
陸上競技 3
ダンス 3
野球（ソフトボール・ティボール含む） 2
武道 2
バレーボール 1
バスケットボール 1
その他 0

表9　今後、児童生徒がどのようなスポーツに取り組むことができることを希望している
かについて

学校数
4
2
1
0
0その他

スポーツを実施する会場までの移動（交通など）介助
スポーツでの移動介助（車いす移動や歩行介助など）
水分・栄養補給（食事を含む）の介助
排泄（トイレ）介助

表10　児童生徒がスポーツに取り組む際に介助（支援）が必要な介助について
項目
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月曜日～金曜日 9:00～12:00（2校）/12:00～15:00（2校）/15:00～17:00（1校）/17:00～
18:00（2校）/18:00～19:00（1校） 
土曜日～日曜日 9:00～12:00（2校） 
 月曜日から金曜日の平日は、午前、午後、夕方となっており、教職員が対応しやすい時間帯となっ
ているように思われる。 
 一方、土日では、午前中となっており、これも上述したとおり教職員の対応しやすい時間帯であろ
う。ただし、普段の学校が行われている時間帯を考えると、当然、放課後や土日が望ましいのであろ
う。土日や長期休暇期間については、保護者やその他ボランティア、総合型地域スポーツクラブなど
の幅広い関わりが必要であると思われる。 
 
4.14.!障がいのある児童生徒がスポーツに取り組む際に専門知識や技術を有する指導者（障がい者スポ

ーツ指導員など）を紹介してほしいかについて 
障がいのある児童生徒がスポーツに取り組む際に専門知識や技術を有する指導者を紹介してほしい
かについて尋ねたところ、次の回答があった。紹介して欲しいの「はい」が 3校（42.9％）、「いい
え」4校（57.1％）であった。 
この点については、いいえが半数を超えており、障がい者スポーツ指導の専門性を有する者、例え
ば、障がい者スポーツ指導員に対する認識と理解が不足しているとも考えられる。障がいのある児童
生徒のスポーツ指導についても、障がい者スポーツ指導員の役割や専門性について広報活動にも取り
組む必要があると思われる。人材確保、養成・育成、啓発活動は重要な視点である。 
 

!

!

4.15.!障がいのある児童生徒の体育・スポーツの目的について 
 障がいのある児童生徒の体育・スポーツの目的について尋ねたところ、以下の回答があった。 
 最も多かったのは「体力・健康増進」で 7校、次に「気晴らし・ストレス発散」が 5校、「余暇活
動（レクリエーション）」「地域交流」3校、「疾病予防・肥満対策」「リハビリテーション（障が
いの治療・療育）」2校、「大会参加」1校であった。 
 障がいのある児童生徒の体育・スポーツの目的については、その指導にあたる教職員の多くが「体
力・健康増進」や「気晴らし・ストレス発散」をあげている。スポーツの目的はそれぞれにあると考
えられるが、大会参加など競技力向上、技術の向上とった部分は目的としては低いことが明らかとな
った。 
 障がいのある児童生徒の体育・スポーツの目的は、まずは、教職員、指導者、保護者など、障がい
のある児童生徒と関わりのある人の考え方などの影響を受けやすい。スタートは大人から子どもへの
体育・スポーツへの取組の提案であってもかまわない。しかし、子どもが主体的に自分がやりたい体

学校数（％）
3（42.9%）
4（57.1％）

項目
はい（紹介してほしい）
いいえ

表11　障がいのある児童生徒がスポーツに取り組む際に専門知識や技術を有す
る指導者を紹介してほしいかについて
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育・スポーツを選択し決定できる、そして、自分の意志で目的を明確にできるようになる、そのよう
な支援が今後は大切になると考える。 
!

!
 
4.16.!障がいのある児童生徒に障がいの有無に関わらず、みんなが一緒に参加できるスポーツへの参加

を勧めるかについて 
 学校・施設の教職員に障がいのある児童生徒に障がいの有無に関わらず、みんなが一緒に参加でき
るスポーツへの参加を勧めるかについて尋ねた。回答を以下に示す。 
 6 校（85.7％）が「はい（参加を勧める）」、1校（14.3％）が「いいえ」と回答した。いいえと
回答した理由については、明らかになっていない。 
 今後は、障がいの有無に関係なく、みんなが一緒に参加できるスポーツの有効性を明らかにするこ
と、かつ、インクルーシブの理念や共生社会の 1つとしてのスポーツのあり方についても広報してい
くことも求められる。 
!

 
 
 また、障がいの有無に関わらないスポーツ参加についての自由記述では以下の回答があった。 
共生の教育の観点から交流し、お互いを知ることはとても大切だと思います。/一部の人ではなく多
くの人に啓発する手立てが必要だと思います。/スポーツが、障がい者も健常者もともに楽しめる交
流の場になるといいと思います。 
 自由記述の内容からも、障がいの有無に関係なく、誰もがともにスポーツを楽しむことができる環
境の構築が必要であることがわかる。また、地域社会で多様性を認めるなど共生社会の啓発活動も必
要であろう。 
 

学校数
7
5

余暇活動（レクリエーション） 3
3
2
2
1
0

気晴らし・ストレス発散

リハビリテーション（障害の治療・療育）

その他

表12　障がいのある児童生徒の体育・スポーツの目的について
項目
体力・健康増進

大会参加

疾病予防・肥満対策
地域交流

項目
はい（参加を勧めたい。参加を促します。）

表13　学校・施設の教職員に障がいのある児童生徒に障がいの有無に関わら
ず、みんなが一緒に参加できるスポーツへの参加を勧めるかについて

学校数（％）
6（85.7%）

いいえ 1（14.3％）



! "#!

5.! まとめと提案 
 本調査は、A県 B郡 C町内（D市、特別支援学校 1校含む）の障がいをある児童生徒に関わる教育
機関や児童福祉事業所の課題に対応した障がい者スポーツの実施環境について調査することである。
調査結果を受けて、C町内の総合型地域スポーツクラブの活動基盤（対象者の発掘やマッチングな
ど）の強化及び活性化（イベントや体験会、定期的な教室開催など）を図るための基礎資料とするこ
とを目的としている。 
 本調査の結果から、以下の 6点にまとめ（考察を含む）として報告する。 
 1 点目は、「学校・施設の体育・スポーツ（授業及び部活などのスポーツ指導を含む）の実施種
目」についてである。2点目は、「学校・施設おける通常の体育以外で障がいのある児童・生徒がス
ポーツをする機会」についてである。3点目は「学校・施設として、障がいの児童生徒が学外及び卒
業後の自主的なスポーツ活動の充実につながる配慮」についてである。4点目は、「障がいのある児
童生徒がどのようなスポーツに取り組むことができることを希望しているか」についてである。5点
目は、「障がいのある児童生徒がスポーツに取り組む際に介助（支援）が必要な介助」についてであ
る。6点目は、「障がいのある児童生徒がスポーツに取り組む際に専門知識や技術を有する指導者を
紹介してほしいか」についてである。 
 
5.1.! 「学校・施設の体育・スポーツ（授業及び部活などのスポーツ指導を含む）の実施種目」につい

て 
 小学校、中学校、特別支援学校でも実施種目は一定の数があり大きな開きはなかった。理由として
は、学校体育の授業としてのカリキュラム上の取組が種目の幅が広がる要因となっているのではない
かと考える。しかし、施設（地域におけるスポーツ環境ともいえる。）では実施種目も少なくストレ
ッチのみとなっている。これには、指導者の問題や設備・用具など考えられるため、安全に合理的に
配慮された環境での体育・スポーツの実施には一定の課題があると考えることができる。この課題を
解決するためには、総合型地域スポーツクラブの活用が 1つの方策であることを提案した。 
 
5.2.! 「学校・施設おける通常の体育以外で障がいのある児童・生徒がスポーツをする機会」について 
 通常の体育以外で障がいのある児童・生徒がスポーツをする機会で最も多いのは、「学校の運動
会・体育祭」「 学校のマラソン大会」で 6校、次に「部活動・クラブ活動」が 4校である。これは、
あくまでも学校行事の一環の域であり、スポーツの機会として選択の幅が広いとはいえない。学校以
外のスポーツへの取り組みには課題も多い。 
また、「地域のスポーツ教室や大会など」2校、「同じ学校の障がいのない中高生の部活動」「夏
休みのプール指導」「障害者スポーツ協会や自治体が主催するスポーツ教室など」1校であった。そ
の他では、「近隣小中学校の特別支援学級合同のスポーツ大会」となっている。この結果から、現状
として、障がいのある児童生徒が自分の生活する地域でスポーツに親しみ生涯スポーツへとつなげる
ことは難しい。今後は、身近な地域でスポーツに取り組むことができる環境整備が必要であり、その
環境を提供できるのは総合型地域スポーツクラブ3であるといえる。 

!
3 スポーツ庁「総合型地域スポーツクラブ」で示されているように、「総合型地域スポーツクラブ
は、人々が、身近な地域でスポ－ツに親しむことのできる新しいタイプのスポーツクラブ」であるこ
とからも、障がいのある児童生徒の生涯スポーツへの取組として期待できる。詳しくはスポーツ庁

45
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5.3.! 「学校・施設として、障がいの児童生徒が学外及び卒業後の自主的なスポーツ活動の充実につな

がる配慮」について 
学外及び卒業後の自主的なスポーツ活動の充実につながる配慮では、「特に何もしていない」が 5
校と最も多く、配慮されている学校でも、「情報提供」が行われているにすぎない状況であった。こ
れは、学校・施設が配慮を怠っているというのではなく、学校・施設としては現状、情報提供をする
ことが最大の配慮であるともいえる。 
今後の課題として、学校・施設が制度上認められる範囲ではあるが総合型地域スポーツクラブと連
携・協働したり、障がいのある児童生徒が生活する地域で参加できるスポーツ教室やスポーツ大会な
どの情報を学校・施設に提供するなどの手立てを考えていく必要がある。 
 
5.4.! 「障がいのある児童生徒がどのようなスポーツに取り組むことができることを希望している

か」について 
希望する種目では、「ニュースポーツ」が 7校と最も多い結果となった。ニュースポーツのニーズ
も高いことから、総合型地域スポーツクラブや地域の障がい者スポーツ指導者協議会などからニュー
スポーツの情報提供や用具・器具の貸し出し、会場提供などが望まれる。 
 障がいのある児童生徒が普段から気軽にスポーツに取り組めるようにするためには、指導がしやす
く、用具や器具が容易に準備でき、会場も確保しやすい環境の構築が求められる。ニュースポーツ
は、指導、用具、会場の問題もクリアしやすいのではないだろうか。 
 また、障がいのある児童生徒のスポーツニーズの掘り起こしも重要だが、その関係者である、教
師、保護者などへのスポーツや生活の質の向上に向けたレクリエーションなどの情報提供も必要にな
ってくると考える。 
 
5.5.! 「障がいのある児童生徒がスポーツに取り組む際に介助（支援）が必要な介助」について 
 最も多いのは「スポーツを実施する会場までの移動（交通など）介助、スポーツでの移動介助（車
いす移動や歩行介助など）」4校、次に「スポーツでの移動介助（車いす移動や歩行介助など）」が 2
校、「水分・栄養補給（食事を含む）の介助」が 1校であった。このことからも、障がいのある児童
生徒がスポーツに取り組むには、スポーツだけでなく、その前提となる、障がいの程度や種別に応じ
て必要な支援があり、①会場までの移動、②スポーツ時の日常生活動作の介助、③障がい特性の理
解、などのスポーツ指導だけでなく、生活の一部としての支援が必要である。この課題は大きいと思
われる。 
 障がいのある児童生徒が気軽にスポーツに取り組むためには、移動介助や生活介助を含めたフォー
マル、インフォーマルな支援のあり方を検討しておくことも重要である。そのためには、学校だけで
なく、行政やボランティア団体、総合型地域スポーツクラブなどが移動介助や生活介助についても検
討をしておくことが必要である。 
 

!
「総合型地域スポーツクラブ」を参照されたい。
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/list/1371972.htm 
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5.6.! 「障がいのある児童生徒がスポーツに取り組む際に専門知識や技術を有する指導者を紹介してほ
しいか」について 

障がいのある児童生徒がスポーツに取り組む際に専門知識や技術を有する指導者を紹介してほしい
かについてでは、「はい」が 3校（42.9％）、「いいえ」4校（57.1％）であった。障がいのある児
童生徒のスポーツ活動を充実させるためには、の質問で回答が最も多かったのは「外部人材の確保・
充実」である。 
しかし、外部人材として障がい者スポーツの専門性を有する障がい者スポーツ指導員への要望は半
数以下に留まっている。この点については、今後は、障がい者スポーツ指導員や総合型地域スポーツ
クラブの指導者の役割や専門性について学校・施設への啓発活動を進めていくことを提案したい。 
 
6.! 本調査の実施体制について 
県内で障がい者スポーツや障がい者の暮らし及び地域スポーツに関わる団体や有識者で構成する障
がい者スポーツコンソーシアム「しょうがいスポーツリンケージくまもと」を設置し調査検討会議を
実施した。 
（1）実施体制 
 ■障がい者スポーツコンソーシアム「しょうがいスポーツリンケージくまもと」（構成員） 
 氏名 所属・役職 備考 
1 辻 啓司 熊本障がい者スポーツ指導者協議会／会長  
2 中尾 直道 (熊本県社会福祉事業団事業課) 

熊本県障害者スポーツ・文化協会／事務局 
 

3 齋藤 久允  熊本県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会／理事長 加盟団体の統括 
4 太田黒尚子 熊本県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会／事務局 加盟団体の連絡調整 
5 永野 典詞 九州ルーテル学院大学／教授 調査研究 
6 行實 鉄平 久留米大学／准教授 アドバイザー 
7 西田 政博 南関町／福祉課 係長 福祉事業所情報提供 
8 菅原 充留 南関町／福祉課 主事  
9 城野 和則 南関町／教育課 課長補佐  
10 西田 健太 

美奈川 徹 
南関町／教育課 主事 
南関町／教育課 主事 

 

11 森 洋祐 南関町第二小学校／特別支援学級 特別支援主任  
12 猿渡 涼 南関町社会福祉協議会／福祉スポーツ担当 スポーツ情報提供 
13 原口 護 NPO法人A-life なんかん／理事長  
14 山田 健次 NPO法人A-life なんかん／ゼネラルマネジャー 事業の企画提案 
15 西田 由実 NPO法人A-life なんかん／事務局長 コーディネーター 
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令和２年度スポーツ庁委託事業 
「障害者スポーツ推進プロジェクト（地域の課題に対応した障害者スポーツの実施環境

の整備事業）」 
熊本県総合型地域スポーツクラブの調査研究報告【報告 2-2】  
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障がい当事者の保護者を対象にした生涯スポーツとしての障害者スポーツ及
びユニバーサルスポーツのニーズ調査研究町内調査 

 
Ⅰ  研究目的 
 本調査は、障がいがあるなしに関わらず一緒にスポーツを楽しむ事を目的とした事業の
一環で、A 県 B 郡 C 町内の障がいをある子どもの保護者に対する障がい者スポーツの実施
環境に関する調査である。 
本調査結果は、C 町内の総合型地域スポーツクラブの活動基盤の強化や活性化（イベン

トや体験会、定期的な教室開催など）を図り対象者の発掘やマッチングなどの基礎資料と
することを目的とする。 
なお、本調査の質問紙の内容（項目の一部）は笹川スポーツ財団「特別支援学校のスポ

ーツ環境に関する調査 1」の調査項目（特別支援学校のスポーツ環境に関する調査 A 票）及
び「社団法人 日本フィットネス協会「障害者向けオーダーメイド運動プログラム開発のた
めの、 障害福祉サービスにおける日中活動プログラムに関する調査事業結果報告書 平
成 22 年度障害者総合福祉推進事業」 平成 23 年 3 月 2」を一部参考に作成した。 
 また、用語の使用について説明すると、障がい、障害と表記されているが、これは、法
令上の用語は障害、一般的な用語については障がいと記載している。 
 表記の説明として、N は人数を示す。 
 
Ⅱ 研究概要 
1! 調査対象者と方法 
本調査は、A 県 B 郡 C 町の小学校（特別支援学級含む）、特別支援学校、放課後児童デ

ィサービス（以下、「放課後デイ」という。）に通う障がいのある子どもの保護者を対象に
している。 
方法は、アンケート調査の質問紙を特別支援学校には郵送し、その他の町内の小学校、

中学校、放課後デイには持参し、それぞれの学校・放課後デイに通う障がいのある子ども
の保護者に配布と回答を依頼した。なお、保護者が回答した後、配布先の学校・放課後デ
ィに提出してもらい、学校・放課後ディが取りまとめ、事前に配布していた切手を貼った
封筒で返送してもらった。 
 
2 調査の期間 
期日は 2020 年 11 月から 12 月である。 

 
3 倫理的配慮 
倫理的配慮として、本アンケート調査は統計的に処理され個人が特定されないこと、回

!
1 笹川スポーツ財団「特別支援学校のスポーツ環境に関する調査」2016 年。 
2 社団法人 日本フィットネス協会「障害者向けオーダーメイド運動プログラム開発のた
めの、 障害福祉サービスにおける日中活動プログラムに関する調査事業結果報告書 平
成２２年度障害者総合福祉推進事業」 平成 23 年 3 月。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/cyousajigyou/dl/seikabutsu18-1.pdf  
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答の有無に関係なく不利益が講じないことを文書で伝え、回答をもって承諾されることを
記した。 
 
3 調査結果と考察 
 結果と考察の部分はわかりやすいように枠で囲っている。 
 
（1）回答者について 
本アンケート調査の回答者は、28 名で父親 2 名（7.1％）、母親 25 名（89.3％）、その

他保護者 1 名（3.6％）であった（表 1 参照）。約 9 割が母親という結果であった。 
 

 
 
（2）障がいのある子どもの性別 
 障がいのある子ども（以下、「子ども」という。）の性別は、男 17 名（60.7％）、女 28 名
（39.3％）であった（表 2 参照）。 

 

 
（3）子どもの年齢について 
最高 15 歳、最低 6 歳、平均及び中央値が 11 歳であった（表 3、4 参照）。11 歳が 5 名

と最も多く、次いで 15 歳が 4 名、7 歳、9 歳、13 歳、14 歳が 3 名、8 歳、10 歳 12 歳が
2 名、6 歳が 1 名の計 28 名であった。 
 

 
 

属性 N（28人） 割合
父親 2 7.1%
母親 25 89.3%
その他保護者 1 3.6%
計 28 100.0%

表1　アンケート回答者について

属性 N（28人） 割合
男 17 60.7%
女 11 39.3%
計 28 100.0%

表2　子どもの性別について

概略 年齢(歳)
最低 6
最高 15
平均 11
中央値 11

表3　子どもの年齢について
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（4）子どもの障がい種別について 
子どもの障がいで最も多いのが、「発達障がい」で 15 名（53.6％）、次いで「知的障が

い」が 14 名（50.0％）、「精神障がい」が 5 名（17.9％）、「病弱」が 2 名（7.1％）、「肢体
不自由」が 1 名（3.6％）、「内部障がい」が 1 名（3.6％）であった（表 5 参照）。なお、重
複障がいがある子どもがいるため合計数は回答者数（割合も 100％を超えている。）を超え
ている。 
 子どもの障がい種別では、知的障がいと発達障がいで約半数（約 50％）を占めているこ
とがわかる。 
 

 
 
（5）子どもの在籍校について 
小学校 13 名（46.4％）、中学校 6 名（21.4％）、特別支援学校（以下、「支援学校」と略。）

小学部 4 名（14.3％）、支援学校中学部 3 名（10.7％）、支援学校高等部 0 名、放課後デイ
利用は 2 名（7.1％）で小学校と支援学校中学部に通学している。未記入 2 名（7.1％）で
あった（表 6 参照）。なお、放課後デイの利用者は小学校に通学（所属）している。 

年齢 N（28）人 割合
6歳 1 3.6%
7歳 3 10.7%
8歳 2 7.1%
9歳 3 10.7%
10歳 2 7.1%
11歳 5 17.9%
12歳 2 7.1%
13歳 3 10.7%
14歳 3 10.7%
15歳 4 14.3%
計 28 100.0%

表4　子どもの年齢一覧について

障がい種別 N（28）人 割合
肢体不自由 1 3.6%
視覚障がい 0 0.0%
内部障がい 1 3.6%
知的障がい 14 50.0%
発達障がい 15 53.6%
精神障がい 5 17.9%
病弱 2 7.1%

表5　障がい種別について(重複障害あり)
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（6）子どもの運動時間について 
小学校の平均は 2.91 時間、最大 5 時間であった。中学校は平均 1.33 時間、最大 3 時

間、支援学校小学部は平均 3.67 時間、最大 5 時間、支援学校中等部は平均 3 時間、最大
4 時間、放課後デイでは平均 2.5 時間、最大 4 時間であった（表 7 参照）。 
 

 
 
（7）子どもの体育・スポーツの実施種目について 
 子どもの体育・スポーツの実施種目は以下の表 8 に示す。小学校では、運動遊びが最も
多く 10 校（69.2％）、次いでボールゲーム、器械体操 6 校（46.2％）、陸上競技、球技 5
校（38.5％）、ラジオ体操、水泳 4 校（30.8％）、ストレッチ 3 校（23.1％）、その他 1 校
（7.7％）であった。その他は、野球、ソフトテニスである。 
 中学校では、運動遊び、器械体操、その他 1 校（16.7％）であった。 
 支援学校小学部は、ボールゲーム 3 校（75.0％）、運動遊び、ストレッチ、器械体操 1 校
（25.0％）であった。その他はランニングである。 
 支援学校中等部は、運動遊び、その他 2 校（66.7％）、ボールゲーム、器械体操、水泳、
ダンス 1 校（33.3％）であった。その他は自転車である。 

学校種別 N（28）人 割合
小学校 13 46.4%
中学校 6 21.4%
支援学校（小） 4 14.3%
支援学校（中） 3 10.7%
支援学校（高） 0 0.0%
放課後デイ 2 7.1%
未記入 2 7.1%

表6　子どもの在籍校について

※放課後デイは通所のため所属は他にある。
※小学校支援学級の通学児童もいる。

学校種別 項目 時間（ｈ）
平均 2.91
最大 5.00
平均 1.33
最大 3.00
平均 3.67
最大 5.00
平均 3.00
最大 4.00
平均 2.50
最大 4.00

表7　子どもの運動時間について

小学校

放課後デイ

支援学校（中）

支援学校（小）

中学校
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（8）子どもが学校以外で実施している運動・スポーツについて 
子どもが学校以外で実施している運動・スポーツについて「学校の運動会・体育祭」「学

校のマラソン大会など」では、小学校 12 名、中学校 5 名、支援学校（小）3 名、支援学校
（中）3 名（「学校のマラソン大会など」を除く）と最も多い。それ以外は「部活動等」が
小学校 1 名、中学校 2 名であった。「地域のスポーツ教室や大会など」は小学校 1 名、中
学校 1 名、支援学校（小）1 名、である。「障がい者スポーツ協会や自治体が主催するスポ
ーツ教室など」は、支援学校（中）1 名、放課後デイ 1 名であった。「夏休みのプール指導
など」が中学校 1 名であった（表 9 参照）。 
 この結果から、子どもが学校以外で運動・スポーツを実施する場合も、何らかの学校行
事や部活動であり、学校以外の地域でのスポーツ活動については、地域のスポーツ教室や

学校種別 項目 実施校 実施率（％）学校種別 項目 実施校 実施率（％）
運動遊び 10 69.2% 運動遊び 2 66.7%
ボールゲーム 6 46.2% ボールゲーム 1 33.3%
ラジオ体操 4 30.8% ラジオ体操 0 0.0%
ストレッチ 3 23.1% ストレッチ 0 0.0%
器械体操 6 46.2% 器械体操 1 33.3%
陸上競技 5 38.5% 陸上競技 0 0.0%
水泳 4 30.8% 水泳 1 33.3%
球技 5 38.5% 球技 0 0.0%
武道 0 0.0% 武道 0 0.0%
ダンス 0 0.0% ダンス 1 33.3%
その他 1 7.7% その他 2 66.7%
運動遊び 1 16.7% 運動遊び 1 50.0%
ボールゲーム 0 0.0% ボールゲーム 1 50.0%
ラジオ体操 0 0.0% ラジオ体操 0 0.0%
ストレッチ 0 0.0% ストレッチ 0 0.0%
器械体操 1 16.7% 器械体操 0 0.0%
陸上競技 0 0.0% 陸上競技 0 0.0%
水泳 0 0.0% 水泳 1 50.0%
球技 0 0.0% 球技 0 0.0%
武道 0 0.0% 武道 0 0.0%
ダンス 0 0.0% ダンス 1 50.0%
その他 1 16.7% その他 2 100.0%
運動遊び 1 25.0% ※小学校その他：野球、ソフトテニス
ボールゲーム 3 75.0% ※支援学校中学部：自転車
ラジオ体操 0 0.0% ※支援学校小学部：ランニング
ストレッチ 1 25.0%
器械体操 1 25.0%
陸上競技 0 0.0%
水泳 0 0.0%
球技 0 0.0%
武道 0 0.0%
ダンス 0 0.0%
その他 0 0.0%

放課後デイ中学校

支援学校
小学部

支援学校
中学部

小学校

表8　子どもの体育・スポーツの実施種目について
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大会、障がい者スポーツ協会や自治体が主催するスポーツ教室などは少なく、地域で気軽
にできる運動・スポーツは少ないことがわかった。今後の課題として、学校に関連する運
動・スポーツの機会提供だけでなく、身近な地域で子どもたちが運動・スポーツに参加で
きる環境を構築することが必要であろう。そのためにも、総合型地域スポーツクラブや地
域の障がい者スポーツ指導者協議会などがそれぞれの特性や専門性を活かした取組が求め
られるのではないだろうか。 
 

 
 
（9）子どもが学外及び卒業後の自主的なスポーツ活動の充実につながる配慮について 
 子どもが学外及び卒業後の自主的なスポーツ活動の充実につながる配慮については、「特
になにもしていない」が小学校 8 名、中学校 6 名、支援学校（小・中）1 名、放課後デイ
1 名と最も多かった。 
次に多かったのが、「児童生徒が参加できるスポーツのイベントやスポーツ教室、地域ス

ポーツクラブなどの情報を提供している」で小学校 3 名、支援学校（小）1 名、支援学校
（中）1 名であった。 
その他、「障がい者スポーツセンター（障がい者がスポーツに参加できる施設など）に連

れて行ったり、情報を提供するなどして施設の活用を促している」が支援学校（中）1 名、
放課後デイ 1 名であった。また、「福祉サービスを利用した個人的なスポーツ活動を促し
ている」が小学校 1 名であった（表 10 参照）。 
 この結果から、保護者の多くは特に子どもの学外及び卒業後の自主的なスポーツ活動の
充実につながる配慮は「特になにもしていない」状況がわかった。これには、いくつかの
理由が推測できる、1 点は、情報不足である。自治体や障がい者スポーツ協会、その他の
関わる団体からの情報提供のあり方も検討する必要がある。2 点目は、障がいのある人の
スポーツについての理解不足である。子どもの障がいとスポーツが想像できないなど、他
の人と一緒にスポーツをすることへの多少の抵抗である。この点は社会全体として共生社
会を目指すコンセプトからも、より一層の意識改革が必要であろう。3 点目は、人や組織
との関わりである。1 点目と重なるが、どこで、何が、どのようにできるのか、など人の
存在、組織の存在、機能の存在が明確でない、ということである。これからは、子どもた
ちが地域社会で気軽にスポーツに参加できるための人・物・場所について、開拓していく
と同時にスポーツ環境をアピールすることも必要であると考える。 

学校種別

小学校

中学校

支援学校（小）

支援学校（中）

放課後デイ

運動・スポーツの実施状況　
学校の運動会・体育祭（12名）、学校のマラソン大会など（12名）、部活動等（1名）、地域のスポーツ教室や大会など（1
名）

学校の運動会・体育祭（5名）、学校のマラソン大会など（5名）、部活動等（2名）、各種地域の障がい者スポーツ大会など
（1名）、夏休みのプール指導など（1名）

学校の運動会・体育祭（3名）、学校のマラソン大会など（3名）、地域のスポーツ教室や大会など（1名）、町でのスポーツ教
室（水泳）（1名）

学校の運動会・体育祭（3名）、障がい者スポーツ協会や自治体が主催するスポーツ教室など（1名）

学校の運動会・体育祭（2名）、学校のマラソン大会など（1名）障がい者スポーツ協会や自治体が主催するスポーツ教室など
（1名）

表9　子どもが学校以外で実施している運動・スポーツについて
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（10）今後、子どもがスポーツに取り組むことができるための手立てについて 
 今後、子どもがスポーツに取り組むことができるための手立てについては、「障がいを持
つ子どもたちにわかりやすく説明・指導できる人、スポーツだけでなく、トイレ、手洗い、
着替えなどの介助する人（支援学校小学部）」「障がいを持つ子どもたちにわかりやすく説
明・指導できる人、スポーツだけでなく、トイレ、手洗い、着替えなどの介助する人（支
援学校小学部）」「親の情報化、送迎時間の確保、多様なスポーツに取り組める環境。（小学
校）」「障がいの理解（小学校）」があげられた（表 11 参照）。 
 この結果から、保護者が求める「子どもがスポーツに取り組むことができるための手立
て」は、①障がいを理解し適切な指導ができる人材の確保や育成、②障がいを理解して生
活介助（障がいに応じた）ができる人材の確保や育成、③保護者への情報提供、④障がい
のある児童生徒が積極的に参加できるスポーツ環境の整備、⑤障がいの理解と共生社会の
実現の 5 つにまとめられるのではないだろうか。同時に、学校の部活動などの活用など、
「今ある環境のかなで何ができるのかを考えて実践していく」ことも重要であると読み取
れた。 

 
 
（11）今後、子どもがどのようなスポーツに取り組むことができることを希望してについ
て 
 今後、子どもがどのようなスポーツに取り組むことを希望するかについては、以下の表

学校種別

小学校

中学校

支援学校（小）

支援学校（中）

放課後デイ
特になにもしていない（1名）、障がい者スポーツセンター（障がい者がスポーツに参加できる施設など）に連れて行ったり、
情報を提供するなどして施設の活用を促している。（1名）

備考

特になにもしていない（8名）、児童生徒が参加できるスポーツのイベントやスポーツ教室、地域スポーツクラブなどの情報を
提供している。（3名）、福祉サービスを利用した個人的なスポーツ活動を促している。（1名）

特になにもしていない。（6名）

特になにもしていない（1名）、児童生徒が参加できるスポーツのイベントやスポーツ教室、地域スポーツクラブなどの情報を
提供している。（2名）

特になにもしていない（1名）、障がい者スポーツセンター（障がい者がスポーツに参加できる施設など）に連れて行ったり、
情報を提供するなどして施設の活用を促している。（1名）

表10　子どもが学外及び卒業後の自主的なスポーツ活動の充実につながる配慮について

親の情報化、送迎時間の確保、多様なスポーツに取り組める環境。（小学校）
障がいの理解（小学校）

表11　今後、子どもがスポーツに取り組むことができるための手立てについて

障がいを持つ子どもたちにわかりやすく説明・指導できる人、スポーツだけでなく、トイレ、手洗い、着替え
等の介助する人（支援学校小学部）

小学校の部活動等（小学校）
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12 を参照されたい。以下、概要を述べる。なお、表 12 の割合（％）は学校種別の保護者
数における割合である。 
 小学校では、陸上競技、スイム、体操教室、その他が 4 名（30.8％）である。野球、ダ
ンス、卓球、バドミントン、芦原空手が 2 名（15.4％）、バスケットボール、柔道、山登り
が 1 名（7.7％）であった。その他の自由記述では、ブラジリアン柔道、合気道、サッカー
が 2 名である。 
 

 
 
中学校では、陸上競技、ダンス、山登り、バドミントン、スイム、体育教室、その他が

1 名（16.7％）であった。その他の自由記述では、「種目を限定せず日替わりで種目が変
わり事前に表で確認できる。」の記述があった。 

学校種別 項目 回答者数（人）割合（％）
陸上競技 4 30.8%
スイム 4 30.8%
体育教室 4 30.8%
その他 4 30.8%
野球 2 15.4%
ダンス 2 15.4%
芦原空手 2 15.4%
卓球 2 15.4%
バドミントン 2 15.4%
バスケットボール 1 7.7%
山登り 1 7.7%
柔道 1 7.7%
バレーボール 0 0.0%
ソフトテニス 0 0.0%
剣道 0 0.0%
日本拳法 0 0.0%
ソフトバレー 0 0.0%

小学校

表12　今後、子どもがどのようなスポーツに取り組むことができることを希望してにつ
いて

その他の自由記述
特に希望しない。サッ
カー、ブラジリアン柔道（2
名）、合気道（2名）



! *+!

 
 
支援学校小学部では、ダンス、その他が 3 名（75％）、陸上競技、ソフトテニスが 2 名

（50％）、バドミントン、スイム、体育教室が 1 名（25％）であった。その他の、自由記
述では「サッカー、トランポリン、障がいがある子も参加できるなどの記載があれば、問
合せしやすいです。ソフトテニスは両親でやっていたので一緒に遊ばせてという感じです。
声出し応援など、一般のお友達と同じ空間ですごせるだけでも嬉しいです。」の記述があ
った。 

学校種別 項目 回答者数（人）割合（％）
陸上競技 1 16.7%
ダンス 1 16.7%
山登り 1 16.7%
バドミントン 1 16.7%
スイム 1 16.7%
体育教室 1 16.7%
その他 1 16.7%
バレーボール 0 0.0%
バスケットボール 0 0.0%
野球 0 0.0%
芦原空手 0 0.0%
卓球 0 0.0%
ソフトテニス 0 0.0%
剣道 0 0.0%
柔道 0 0.0%
日本拳法 0 0.0%
ソフトバレー 0 0.0%

種目を限定せず日替わりで
種目が変わり事前に表で確
認できる。

中学校

その他の自由記述
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 支援学校中学部では、スイム 1 名（33.3％）のみであった。その他はなかった。 
 最後に、放課後デイでは、その他 1 名（50％）のみであった。その他の自由記述で「ジ
ョギング」の記載があった。 

 

学校種別 項目 回答者数（人）割合（％）
ダンス 3 75.0%
その他 3 75.0%
陸上競技 2 50.0%
ソフトテニス 2 50.0%
バドミントン 1 25.0%
スイム 1 25.0%
体育教室 1 25.0%
バレーボール 0 0.0%
バスケットボール 0 0.0%
野球 0 0.0%
山登り 0 0.0%
芦原空手 0 0.0%
卓球 0 0.0%
剣道 0 0.0%
柔道 0 0.0%
日本拳法 0 0.0%
ソフトバレー 0 0.0%

サッカー、トランポリン、
障がいがある子も参加でき
る等の記載があれば、問合
せしやすいです。ソフトテ
ニスは両親でやっていたの
で一緒に遊ばせてという感
じです。声出し応援など、
一般のお友達と同じ空間で
すごせるだけでも嬉しいで
す。

支援学校
小学部

その他の自由記述

学校種別 項目 回答者数（人）割合（％）
スイム 1 33.3%
陸上競技 0 0.0%
バレーボール 0 0.0%
バスケットボール 0 0.0%
野球 0 0.0%
ダンス 0 0.0%
山登り 0 0.0%
芦原空手 0 0.0%
卓球 0 0.0%
バドミントン 0 0.0%
ソフトテニス 0 0.0%
剣道 0 0.0%
柔道 0 0.0%
日本拳法 0 0.0%
ソフトバレー 0 0.0%
体育教室 0 0.0%
その他 0 0.0%

支援学校
中学部

その他の自由記述
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この結果を踏まえて、以下の 2 点を指摘したい。1 点目は、陸上競技やスイムなど学校
でも、地域でも実施できると予想される種目への希望が多いと思われる。ダンスについて
は、小・中学校での新学習指導要領で体育（中学では保健体育）で採用されたことからも
理解できる。2 点目は、保護者のスポーツ体験、実施状況による取組の希望である。保護
者が取り組んでいる、興味を持っているスポーツなどについても、希望があると捉えるこ
とができる。今後は、学校体育で実施されている、あるいは、スポーツ大会の種目など、
保護者のスポーツニーズなども視野に、子どものスポーツの種目を考えることも有効では
ないだろうか。 
 
（12）子どもがスポーツに取り組む際に必要な介助（支援）について 
 子どもがスポーツに取り組む際に必要な介助（支援）について表 13 に示す。 
まず、「スポーツ会場までの移動（交通など）介助」が小学校で 5 名、中学校で 3 名、支

援学校小学部・中学部でそれぞれ 1 名、放課後デイで 1 名と要望が多い。 
次に、小学校では、手話 1 名、その他 2 名である。中学校では、水分補給など 1 名であ

った。支援学校小学部では、その他 1 名、支援学校中学部では、移乗介助、トイレ介助、
その他が 1 名であった。放課後デイでは、その他 1 名であった。 
また、自由記述では「分かりやすい話し方（感情てきでない）、お手本をしっかり見せる

など、視覚から覚えたりするので言葉でわーと言うのではなく、してみせる指導。適切（声
のトーンなどわかりやすい）な声かけ。」「コミュニケーションが一方的なため、周囲に人
の理解と声かけが必要です。」「スポーツだけでなく、トイレ、手洗い、着替えなどの介助
する人。」の記載があった。 
この結果から、最も求められるのは、会場までの移動手段である。これは、筆者の障が

い者スポーツ指導経験からも的を射た結果である。子どもが 1 人でスポーツ実施会場まで
行くことは困難であり、そのための支援があれば子どものスポーツ実施も容易になるので

学校種別 項目 回答者数（人）割合（％）
陸上競技 0 0.0%
バレーボール 0 0.0%
バスケットボール 0 0.0%
野球 0 0.0%
ダンス 0 0.0%
山登り 0 0.0%
芦原空手 0 0.0%
卓球 0 0.0%
バドミントン 0 0.0%
ソフトテニス 0 0.0%
剣道 0 0.0%
柔道 0 0.0%
日本拳法 0 0.0%
ソフトバレー 0 0.0%
スイム 1 50.0%
体育教室 0 0.0%
その他 1 50.0%

放課後デイ

ジョギング
その他の自由記述
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はないだろうか。次に、生活介助である。高度な生活介助を求められているのではなく、
会場での移動や車いすから椅子やベッドなどへの移乗やトイレの介助、食事介助など、生
活に直結した介助ができることも重要な視点である。そして、最後に指導者への要望とし
て、子どもが理解できるような配慮、指導の際にパワーハラスメントにならないこと、な
ど指導者の専門性と資質の向上（コミュニケーションスキルやソーシャルスキル）が必要
な指摘もあることを理解しておく必要がある。 
 

 

 
（13）子どもが学校以外でスポーツに取り組みやすい曜日・時間帯について 
 子どもが学校以外でスポーツに取り組みやすい曜日・時間帯について以下に述べる（表
14 参照）。 
まず、小学校では、土曜日、日曜日が多く、午前中（9 時から 12 時）から午後（12 時

から 17 時）がまんべんなく取り組みやすい時間帯となっている。また、夕方・夜（17 時
から 20 時）はやや減少している。 
平日の月曜日から金曜日をみると、1～2 名の回答ではあるが、放課後の 15 時から 20

時までの時間帯が取り組みやすいと回答されている。 
小学校に通う子どもの保護者の要望としては、土曜日、日曜日の午前中から午後は 17 時

頃と平日の放課後 15 時から 20 時までが最もスポーツに取り組みやすい時間と考えてい
ることがわかる。 
 次に中学校では、土曜日、日曜日が多く午前中（9 時から 12 時）から午後（12 時から
17 時がまんべんなく取り組みやすい時間帯となっている。また、夕方・夜（17 時から 20
時）はやや減少している。 
平日の月曜日から金曜日をみると、2 名の回答ではあるが、放課後の 17 時から 18 時ま

での時間帯が取り組みやすいと回答されている。 
中学校に通う子どもの保護者の要望としては、土曜日、日曜日の午前中から午後は 17 時

頃と平日の 17 時から 18 時が最もスポーツに取り組みやすい時間と考えていることがわ
かる。 
 支援学校小学部・中学部では、土曜日、日曜日が多く午前中（9 時から 12 時）から午後
（12 時から 17 時）がまんべんなく取り組みやすい時間帯となっている。また、夕方・夜

学校種別

小学校

中学校

支援学校（小）

支援学校（中）

放課後デイ

スポーツを実施する会場までの移動（交通など）介助（1人）、移乗介助（1人）、トイレ介助（1人）、その他（1人）：ス
ポーツだけでなく、トイレ、手洗い、着替え等の介助する人。
スポーツを実施する会場までの移動（交通など）介助（1人）、その他（1人）：スポーツだけでなく、トイレ、手洗い、着替
え等の介助する人

表13　子どもがスポーツに取り組む際に必要な介助（支援）について
介助（支援）の内容

スポーツを実施する会場までの移動（交通など）介助（5人）、手話（1人）、その他（2人）：分かりやすい話し方（感情てき
でない）、お手本をしっかり見せるなど、視覚から覚えたりするので言葉でわーと言うのではなく、してみせる指導。適切
（声のトーンなどわかりやすい）な声かけ。

スポーツを実施する会場までの移動（交通など）介助（3人）、水分補給など（1人）

スポーツを実施する会場までの移動（交通など）介助（1人）、その他（1人）：コミュニケーションが一方的なため、周囲に
人の理解と声かけが必要です。
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（17 時から 20 時）はやや減少している。 
この傾向は小学校、中学校の状況と同様の結果といえる。また、平日の月曜日から金曜

日をみると、小学部では、15 時から 17 時の放課後時間、中学部では、17 時から 18 時ま
での時間帯が取り組みやすいと回答されている。これは、授業時間の影響であると考えら
れる。 
 

 上記の結果から、どの学校種別であっても、土曜日、日曜日の午前中（9 時から 12 時）
から午後（12 時から 17 時）の時間帯が、「子どもがスポーツに取り組みやすい時間帯」で
あると考えることができる。また、家族環境や仕事の状況などによって違いがあることも
考慮しておく必要がある。 
 

 

9:00~ 12:00~ 15:00~ 17:00~ 18:00~
12:00 15:00 17:00 18:00 20:00

日 5 3 3 2 1
月 1 1 1 2
火 1 1 2 2
水 2 2 2
木 1 2 5
金 2 2 3
土 6 5 4 2 2
日 2 1 1 1  
月 2  
火 2
水 2
木 2
金 2 1
土 3 3 2 2 2
日 2 3 3 2 1
月 1 2 2
火 1 1 2
水 1 1 2
木 1 1 2
金 2 1 2
土 3 4 4 1 1
日 2 1 1
月 1
火 1
水 1
木 1
金 1
土 1 1 2

支援学校
小学部

支援学校
中学部

表14　子どもが学校以外でスポーツに取り組みやすい曜日・時間帯について（N＝人数）

曜日

小学校

中学校
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（14）子どもの体育・スポーツの目的について 
 子どもの体育・スポーツの目的については、小学校で最も多いのが「体力・健康増進」
11 名、「疾病予防・肥満対策、気晴らし・ストレス発散」7 名、「余暇活動・地域交流」3
名、「大会参加、リハビリテーション」1 名であった。 
中学校では、「体力・健康増進」4 名、「気晴らし・ストレス発散」2 名、「余暇活動・地

域交流」1 名であった。 
支援学校小学部では、「気晴らし・ストレス発散」4 名と最も多く、「体力・健康増進」3

名、次に、「疾病予防・肥満対策、余暇活動、地域交流」がそれぞれ 2 名、「リハビリテー
ション、その他」が 1 名であった。 
支援学校中学部では、「気晴らし・ストレス発散」が 2 名で最も多く、「体力・健康増進、

疾病予防・肥満対策、地域交流、リハビリテーション」がそれぞれ 1 名であった（表 15 参
照）。 
 この結果から、子どもへのスポーツ種目を考える場合は、スポーツの目的を勘案しなが
ら、そして何よりも子どもが主体的・能動的に楽しくスポーツに取り組むことができる工
夫をする必要があると思われる。 

 
 
（15）インクルーシブ・スポーツへの参加を勧めたいかについて 
 インクルーシブ・スポーツへの参加を勧めたいかについては、すべての学校種別におい
て勧めていきたいと考えている保護者が多い結果となった（表 16 参照）。しかし、少数で
はあるが、勧めないとする回答があることにも留意する必要がある。 
 小学校では、6 名が勧めたい、1 名が勧めない、3 名がその他と回答している。中学校で
は、4 名が勧めたい、1 名が勧めないと回答している。支援学校小学部では、4 名が勧めた
いと回答している。支援学校中学部では、2 名が勧めたい、1 名が勧めないと回答してい
る。 
 上述したように、インクルーシブ・スポーツへの参加については、これからのスポーツ
推進においては重要な視点であり、共生社会を進めるに当たっても広く理念の浸透を図る
必要があると考える。その役割を担うのは、障がい者スポーツ関係者だけでなく、スポー
ツ推進委員、運動普及推進委員、その他のスポーツ関連施設指導員など、スポーツに関わ

表15　子どもの体育・スポーツの目的について

学校／目的 体力・健
康増進

大会参加
疾病予
防・肥満
対策

余暇活動 地域交流
リハビリ
テーショ
ン

気晴ら
し・スト
レス発散

その他

小学校 11 1 7 3 3 1 7 0
中学校 4 0 0 1 1 0 2 0
支援学校
小学部

3 0 2 2 2 1 4 1

支援学校
中学部

1 0 1 0 1 1 2 0
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る人々の活躍が期待される。また、留意点として、インクルーシブ・スポーツを勧めない
と回答した保護者も一定数存在することである。是非は別として、なぜ、インクルーシブ・
スポーツを勧めないのか、その心境についても理解をしておくことが必要である。障がい
のない子どもと一緒にスポーツをすることで、引け目や気づかいなど何らかのマイナスな
気持ちが働くのではないだろうか。この点については、さらなる検討が必要であろう。 

 
※表内の数字は N（人）数 
 
（16）障がいの有無に関わらないスポーツ参加について 
 障がいの有無に関わらないスポーツ参加については、表 17 に示す。 
 保護者の意見の中で、勧めたいが他者への配慮、取組への不安など保護者の苦悩もみて
とれる。この点については、遠慮なくスポーツに参加できること、障がいの有無に関わら
ずみんながスポーツに参加できることなど、意識の変容も進めていくことが必要であろう。
みんなが障がいの有無に関わらずそれぞれの思いが表明できる社会であること、互いが認
め合える環境の構築など課題も多いことを理解する必要がある。 

 

学校／目的 はい いいえ その他
小学校 6 1 3
中学校 4 1 0
支援学校
小学部

4 0 0

支援学校
中学部

2 1 0

表16　インクルーシブスポーツへの参加を勧
めたいかについて

学校種別

小学校

中学校

支援学校
小学部

支援学校
中学部

○障がい者への接し方を知っている人たちなら良いが、それでも本人は
気になって行動できないかもしれない。

表17　障がいの有無に関わらないスポーツ参加について
備考

○勧めたい気持ちがあるが、精神的な事でできない時があるので周りに
迷惑にならないか心配。○本人が希望するなら（2名）

○みんなとのコミュニケーションが上手くできない、失敗への恐怖も強
く、ルールの把握にも自信がなさそうです。体育の授業もわからないこ
とを質問できず不安だといっていました。

○コミュニケーションが苦手だったり、ルールの理解が難しいこともあ
りますが、本人は人と触れ合う事が好きなので、スポーツを一緒にする
ことで色んな繋がりができるといいなと思っています。
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（17）スポーツに取り組む際に専門知識や技術を有する指導者について 
 スポーツに取り組む際に専門知識や技術を有する指導者（日本障がい者スポーツ協会認
定 障がい者スポーツ指導員）の指導についての要望は、小学校で 8 名（61.5％）、中学校
4 名（30.8％）、支援学校小学部で 4 人（30.8％）、支援学校中等部で 1 名（7.7％）が指導
を受けたい、との回答があった。しかし、必要としないと回答した保護者も一定数いるこ
とには留意が必要である。 
 小学校では 6 割、中学校では 3 割、支援学校小学部では 3 割、支援学校中学部では 1 割
程度が障がい者スポーツの専門知識を持つ指導者に指導を受けたいと考えていることがわ
かった。この専門指導者へのニーズが高いか低いかは検討の余地があるが、そもそも障が
い者スポーツ指導者などの障がい者スポーツの専門知識を有する指導者が存在することを
知っているかが課題ではないかと思う。 

 
※表内の数字は N（人）数 
 
（18）スポーツ施設の利用料金について 
 スポーツ施設の利用料金については、500 円までが 16 名と最も多かった（表 19 参照）。 
 スポーツ施設の利用料金は保護者の考え方や生活状況などが関係してくることから一概
に料金が高いか安いかが判断しにくいところではある。 
現状では、多くの保護者が 500 円程度を妥当であると考えることがわかったことは有意

義であるといえる。 

 
※表内の数字は N（人）数 
 
（19）スポーツクラブ利用の年会費 3000 円の妥当性について 

学校／目的 はい 割合 いいえ 割合 その他 割合
小学校 8 61.5% 2 15.4% 2 15.4%
中学校 4 30.8% 1 7.7% 0 0.0%
支援学校
小学部

4 30.8% 0 0.0% 0 0.0%

支援学校
中学部

1 7.7% 1 7.7% 0 0.0%

表18　スポーツに取り組む際に専門知識や技術を有する指導者について

学校／金額 100円 200円 300円 400円 500円 600円 700円 800円 900円 1000円以上 その他
小学校 2 3 1 2 2 1 1
中学校 1 1 1 1
支援学校
小学部

1 2 1

支援学校
中学部

1 1

表19　スポーツ施設の利用料金について
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 スポーツクラブ利用の年会費 3000 円の妥当性については、「ちょうどよい」が最も多く、
25 名であった。次に、「安い、」「ちょっと安い」6 名であった。この結果からも年会費 3000
円は保護者からの意見としては、妥当な金額であるといえる。 

 
※表内の数字は N（人）数 
 
（20）利用しやすい運動施設について 
 利用しやすい運動施設については、表 21 にまとめているので参照願いたい。 
 この結果から、自宅や学校から近い地域のスポーツ施設が利用しやすいことがわかる。
つまり、生活の身近な場所で気軽にスポーツに親しむ環境があることが望ましい。生涯ス
ポーツを生活の一部として健康で豊かな生活を享受するためにも、地域のスポーツ環境整
備は重要な意味を持つのであろう。 

 
 
Ⅲ  まとめと提言 
1．まとめと提言 
 以下では、今回の調査のまとめと提言を 5 点にまとめて示したい。 
 
（1）「学校での子どもの体育・スポーツの実施種目について」と「子どもが学校以外で実
施している運動・スポーツについて」 
この 2 つの点は、「特別支援学校・小学校・中学校・福祉施設等事業所の生涯スポーツと

しての障がい者スポーツ及びユニバーサルスポーツのニーズ調査研究町内調査」（以下、学
校・施設を対象とした調査という。）でも述べた内容とほぼ同じ回答であった。 
保護者と学校が共通理解ができていることはよい傾向であろう。このように、保護者が

自分の子どもの学校内外での活動を把握しているこについては、障がいのある子どもを持

学校／回答 安い ちょっと安い ちょうど良い ちょっと高い 高い
小学校 3 8 1
中学校 1 3 1
支援学校
小学部

2 2

支援学校
中学部

2

表20　スポーツクラブ利用の年会費3000円の妥当性について

学校／回答 B＆G海洋 ふれあい 農村 農業就業 町立中 第一小 第二小 第三小 第四小
小学校 5 2 5 3 1 2 0 2 2
中学校 5 2 2 1 4 2 1 0 1
支援学校
小学部

2 1 1 1 1 3 0 1 0

支援学校
中学部

1 0 1 2 1 0 0 0 0

表21　利用しやすい運動施設について
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つ保護者の意識が高いといえる。この調査から、保護者と学校が協働して共通理解のもと
子どものスポーツ活動に意識を高め、子どもが主体的に取り組むことができる配慮や取組
を強化していくことを期待したい。その役割を担うことが期待できるのが総合型地域スポ
ーツクラブや障がい者スポーツ指導者協議会などではないだろうか。 
 

（2）「子どもが学外及び卒業後の自主的なスポーツ活動の充実につながる配慮について」 
この質問では多くの保護者が「特になにもしていない」と回答している。この結果は学

校・施設を対象とした調査でも同様の結果となっている。保護者も学校関係者も子どもの
運動・スポーツについて学校以外での活動については情報不足なのか、子どもの運動・ス
ポーツができる環境が整っていないのか、今回の調査では把握はできないが、この点につ
いて留意していく必要がある。 
子どもが学校を卒業し地域社会で生活していく中で、学童期から身近な場所で運動・ス

ポーツに取り組むことができれば、青年期以降も継続して運動・スポーツに親しむことが
できると思われる。結果として生活習慣病の予防（生活習慣への意識の高まりなど）やス
トレスの軽減（メンタルヘルス対策など）も含めて、生活を豊かにすることが期待できる
のではないだろうか。やはり障がいのある人たちが身近な地域でスポーツに取り組むこと
ができる環境作りは重要な課題であろう。 
 

（3）「今後、子どもがスポーツに取り組むことができるための手立てについて」 
保護者の回答にある、「障がいを持つ子どもたちにわかりやすく説明・指導できる人、ス

ポーツだけでなく、トイレ、手洗い、着替え等の介助する人」「障がいの理解」「親の情報
化、送迎時間の確保、多様なスポーツに取り組める環境」から以下の指摘をしたい。なお、
日常生活の介護などについては、「子どものスポーツに取り組む際に必要な介助（支援）に
ついて」の質問の回答からも、同様の意見がみられている。特に指導者については、分か
りやすい指導、感情的にならない、視覚情報を用いた指導など、指導者の資質を問われる
ような要望も多いことを理解しておく必要がある、ことを指摘しておきたい。 
まず、「指導者への要望」として①障がいの特性の理解した指導者の存在、②生活介助が

できる指導者が求められている。次に、「保護者の理解」として①親自身がスポーツに関す
る情報にアクセスすること、②生活の中で送迎など、時間の確保ができること、があげら
れている。そして、「社会環境の整備」として、①社会の障がいへの理解、②多様なスポー
ツ環境の整備など、子どもがスポーツに取り組むことができる環境が望まれている。 
この質問は回答が多くはなかったが、子どもの運動・スポーツに取り組む環境について、

多くの示唆があると思う。上記の「指導者への要望」、「保護者の理解」、「社会環境の整備」
の 3 つの視点から子どもの運動・スポーツ環境の整備を考えることも重要な視点ではない
だろうか。 
 

（4）「今後、子どもがどのようなスポーツに取り組むことを希望するかについて」 
 この質問に対する回答では、学校や地域で取り組むことができやすいと運動・スポーツ
種目が多かった。また、保護者のスポーツ経験による子どもにも同様の種目に取り組ませ
たい、と考えられる保護者もいることがわかった。 
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 つまり、保護者にとっては子どもの障がいによって何ができるのか、子どもが実施でき
るスポーツ種目は何なのか、情報が多くない状況であると考えられる。今後の課題として
①子どもがスポーツの体験ができる機会を増やすことも有効である。例えば、障がい児者
のスポーツ体験やパラスポーツ体験などは有効な手段であると思う。②子どもの障がいに
よってはスポーツができない、と考える保護者もいるかもしれない。障がい者スポーツの
理念でもある、「スポーツを人に合わせるのではなく、人に合わせてルールや用具を工夫す
る」そして、「障がいの有無を問わず、誰もが取り組むことができるスポーツ」であること
を共有していくことも必要かもしれない。 
 
（5）「障がいの有無に関わらない（インクルーシブ・スポーツ）スポーツへの参加につい
て」 
 保護者の意見の中で、勧めたいが他者への配慮、取組への不安など保護者の苦悩もみて
とれる。例えば、「勧めたい気持ちはあるが、精神的なことでできない時があるので周りに
迷惑にならないか心配。」、また、「障がい者へ接し方を知っている人たちなら良いが、それ
でも本人は気になって行動できないかもしれない。」など、他者への配慮や他者との関わり
について不安がある。さらに、「失敗への恐怖も強くルール把握にも自信がなさそうです。
体育の授業もわからないことを質問できず不安だといっていました。」、「コミュニケーシ
ョンが苦手だったり、ルールの理解が難しいこともありますが、（略）。」など、障がい特性
による苦手意識などがある。この点については、遠慮なくスポーツに参加できること、障
がいの有無に関わらずみんながスポーツに参加できることなど、意識の変容も進めていく
ことが必要であろう。 
 保護者の要望として、インクルーシブ・スポーツへの参加希望はどの学校種別でも多い。
参加したい、そして、参加することができれば、子どもの成長にもつながると考えている
こともわかった。この保護者の思いを叶えるためにも総合型地域スポーツクラブや障がい
者スポーツ指導者協議会などの活動が期待されるのではないだろうか。 
 
IV. !本調査の実施体制について 
県内で障がい者スポーツや障がい者の暮らし及び地域スポーツに関わる団体や有識者で

構成する障がい者スポーツコンソーシアム「しょうがいスポーツリンケージくまもと」を
設置し調査検討会議を実施した。 
（1）実施体制 
■障がい者スポーツコンソーシアム「しょうがいスポーツリンケージくまもと」（構成員） 
 氏名 所属・役職 備考 
1 辻 啓司 熊本障がい者スポーツ指導者協議会／会長  
2 中尾 直道 (熊本県社会福祉事業団事業課) 

熊本県障害者スポーツ・文化協会／事務局 
 

3 齋藤 久允  熊本県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会／
理事長 

加盟団体の統括 

4 太田黒尚子 熊本県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会／ 加盟団体の連絡調
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事務局 整 
5 永野 典詞 九州ルーテル学院大学／教授 調査研究 
6 行實 鉄平 久留米大学／准教授 アドバイザー 
7 西田 政博 南関町／福祉課 係長 福祉事業所情報提

供 
8 菅原 充留 南関町／福祉課 主事  
9 城野 和則 南関町／教育課 課長補佐  
10 西田 健太 

美奈川 徹 
南関町／教育課 主事 
南関町／教育課 主事 

 

11 森 洋祐 南関町第二小学校／特別支援学級 特別支援主
任 

 

12 猿渡 涼 南関町社会福祉協議会／福祉スポーツ担当 スポーツ情報提供 
13 原口 護 NPO 法人 A-life なんかん／理事長  
14 山田 健次 NPO 法人 A-life なんかん／ゼネラルマネジャー 事業の企画提案 
15 西田 由実 NPO 法人 A-life なんかん／事務局長 コーディネーター 
 
 




